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高圧ガスの保安対策においては、科学技術の進歩、国際整合化の要請、社会的受容性等の観点

から、基準の見直しに向けた検討をすることが常に重要である。 

今後、エアコンやショーケースなどの冷凍設備の冷媒について使用されている代替フロンを低

GWP（Global Warming Potential）冷媒への入替え（以下「レトロフィット」という。）や低GWP

冷媒を使用した冷凍設備への更新の要望が増えてくると予想されている。 

フロンは、燃えにくく、毒性がない特徴があるため、冷凍設備の冷媒に多く活用されてきた

が、オゾン層を破壊するおそれがあることから、オゾン層保護のための国際的な取り決めによ

り、オゾン層を破壊しない代替フロンの普及が図られてきたところである。しかし、この代替フ

ロンについても、オゾン層を破壊しない一方で地球温暖化効果が非常に高いことが報告され、

2016年にモントリオール議定書が改正され、各国ごとに代替フロンの生産量・消費量の削減義

務と削減スケジュールが合意された。日本については、代替フロン生産量、消費量それぞれの限

度について、2019年より段階的に引き下げ、2036年には 85％減を目標とすることが盛り込まれ

ているところである。 

これを受け、2019年 1月にオゾン層保護法が改正され、代替フロンの生産量、消費量の限度

が定められ、代替フロンの製造及び輸入する者は経済産業大臣の許可、承認を受けることとなっ

た。 

これにより、地球温暖化係数の高い冷媒ガスが市中から減少していき、既設の設備への冷媒補

充や入替えの需要が今後、増加していくものと考えられる。 

しかしながら、高圧法はレトロフィットを想定した規制体系になっていないことから、現行法

令上のままレトロフィットを行うと、レトロフィット事業者が機器製造業者として、既設の冷凍

設備に対して耐圧試験を行う、もしくは、当該設備を製造工場に移送して各種試験の実施を行わ

なければならなくなるため、安全上問題のない設備へのレトロフィットについても過剰な対応が

求められることが考えられる。 

そこで、本事業ではレトロフィットを安全に実施することが可能となるよう調査・検討を行う

とともに、その結果に基づき、必要に応じて規定の改正・整備に係る提言等を行った。 

本委員会の活動にあたっては、ご多忙のところ、熱心に取り組んでいただいた委員長及び委員

の方々、ならびに関係機関および業界からの献身的なご協力をいただき、心から御礼を申し上げ

る次第である。 

高圧ガス保安協会 
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0. 用語の定義 

本報告書では、以下の略称等を使用する場合がある。 

ただし、経済産業省の仕様書や本委員会以外の資料を引用する場合は、その資料に基づ

くことを原則とするため、用語の不整合が生じる場合がある。 

 

高圧法       ：高圧ガス保安法 

冷凍則       ：冷凍保安規則 

令         ：高圧ガス保安法施行令 

製造細目告示    ：製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技 

術基準の細目を定める告示 

例示基準      ：冷凍保安規則の機能性基準の運用について 

通達        ：高圧ガス保安法及び関政省令の運用及び解釈について（内規） 

KHK         ：高圧ガス保安協会 

冷凍業界      ：日本冷凍空調工業会とその会員企業（レトロフィット SWG） 

業界        ：冷凍に係わる団体等 

本委員会      ：冷凍設備への低ＧＷＰ冷媒の安全使用に係る調査・検討委員会 

 レトロフィット   ：冷凍設備の冷媒を代替フロンから低 GWP冷媒へ入れ替えること 
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1. 調査概要 

 

1.1 目的 

高圧法の規制対象である冷凍設備を対象に、安全にレトロフィットを実施する方法につ

いて調査、検討を行うとともに、その結果に基づき、必要な規定の改正、整備に係る提言を

行うことを目的とする。 

 

1.2 調査内容 

1.1の目的を果たすため、本事業の実施計画書（仕様書）に基づく以下の調査、検討を行

った。 

① レトロフィットを実施することが可能な冷凍設備の範囲の調査、検討を行った。 

② レトロフィットを実施する上で必要となる作業について調査、検討を行った。 

③ 既にレトロフィットが実施されている欧米諸国における法規制及び実施実態の調査

を行った。 

④ 現行法上、レトロフィットの実施に関係する規定の調査、検討を行った。 

⑤ ①～④の結果に基づき、必要な規定の改正・整備に係る提言を行うとともに、現行

法上、わずかに燃焼性を示す低 GWP 冷媒は、不活性ガスの一部である特定不活性ガス

としての分類から燃焼性に応じて可燃性ガス、特定不活性ガス、不活性ガスと同列扱

いと変更する場合に必要な規定の改正・整備に係る提言を行った。 

  

1.3 調査実施体制 

本調査では、「冷凍設備への低ＧＷＰ冷媒の安全使用に係る調査・検討委員会」を設置し、

有識者、自治体及び業界関係者等の指導、助言を得て調査、検討を行った。同委員会の委員

構成等は表 1-1のとおりである。同委員会の開催実績を表 1-2に示す。 
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表 1-1 冷凍設備への低ＧＷＰ冷媒の安全使用に係る 

調査・検討委員会 

 

 氏名 所属、役職等 

委員長 飛原 英治 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 
研究開発部 特任教授 

委員 香川 澄 防衛大学校 システム工学群 機械システム工学科  

教授 

 酒井 猛 (一社)日本冷凍空調工業会 技術部 部長 

 坂口 正友 (一社)日本冷凍空調設備工業連合会 技術部 部長 

 佐藤 晋一郎 (公社)日本冷凍空調学会 保安委員会 委員長 

 鈴木 隆博 

 

日本チェーンストア協会 

（イオン(株) 環境・社会貢献部 部長） 

 石川 淳一 日本フルオロカーボン協会 

（三井・ケマーズ フロロプロダクツ(株) 経営企画室 環境

対応渉外担当 主幹） 

 乙咩 敬亮 東京都 環境局 環境改善部 環境保安課 ガス冷凍担当 
主任 

 

【関係者】 

経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室 

経済産業省 製造産業局化学物質管理課 オゾン層保護等推進室 

根岸 康隆  日本ハネウェル(株) 

葛西 毅之  日本ハネウェル(株) 

田村 裕  (一社)日本冷蔵倉庫協会 

宇都 慎一郎 Rubbia、LLC. 

佐々木 俊治 日立ジョンソンコントロールズ空調(株) 

藤本 肇  三菱電機(株) 

 

【事務局】 

高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

注）敬称略、順不同 
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1.4 委員会開催状況 

委員会の開催実績を表 1－2に示す 

 

表 1-2 委員会の開催実績 

回 開催日 主な議事 

1 2021年（令和 3年） 

10月 19日（火） 

・委員長の選任 

・実施計画書（仕様書）の説明 

・対象とする冷凍設備の範囲 

・現行規制の整理及び課題 

・調査の進め方 

 

2 2021 年（令和 3年） 

12月 24日（金） 

・対象とする冷凍設備の範囲 

・実態調査報告 

・欧米諸国における法規制の報告 

・現行規制の整理 

3 2022年（令和 4年） 

2月 25日（金） 

・実態調査報告 

・現行規制の整理 

・特定不活性ガスの性能規定化について 

・報告書（案）について 
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2. 冷凍設備への低ＧＷＰ冷媒の安全使用に係る調査・検討内容 

 

2.1 現行規制の整理 

2.1.1 主な規制概要 

冷凍設備における１日の冷凍能力と不活性ガス等の冷媒ガスの種類により、第1種製

造者、第2種製造者及びその他製造に区分され、その区分に応じ、適用される規制が異

なる体系となっている。 

表 2-1にそれぞれの区分に応じた主な規制の適否を示す。 

 

表 2-1 主な規制概要 

主な規制 第 1種製造者 第 2種製造者 その他製造 

都道府県知事等に 

製造の許可申請 

高圧法第 5条 

第 1項 

○ － － 

都道府県知事等に 

製造の届出  

高圧法第 5条 

第 2項 

－ ○ － 

設備に係る技術上の

基準（許可・届出の基

準） 

冷凍則第 7条 ○ － － 

冷凍則第 12条 － ○ － 

製造の方法に係る技

術上の基準（許可・届

出の基準） 

冷凍則第 9条 ○ － － 

冷凍則第 14条 － ○ － 

その他製造の基準 冷凍則第 15条 － － ○ 

 

(1)設備に係る技術上の基準（第7条等）  

①第1種製造者にあっては、冷凍則第7条の基準が、第2種製造者にあっては 第12条

の基準がそれぞれ適用される。  

②第2種製造者にあっては、冷凍則第12条に基づき、第1種製造者に適用される冷凍

則第7条第1項第1号から第17号までのうち、次の基準が適用される。  

・第1号から第4号まで  

・第6号  

・第8号から第12号まで  

・第14号から第17号まで  

第5号、7号及び第13号の基準は適用されない。  

③その他製造にあっては、設備に係る技術上の基準の適用はない。 
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(2)製造の方法に係る技術上の基準（第9条等）  

①第1種製造者にあっては、冷凍則第9条第1号から第4号までの基準が適用される。   

②第2種製造者にあっては、冷凍則第14条第1号の基準（試運転又は気密試験）及び同

条第2号に基づく冷凍則第9条第1号から第4号までの基準が適用される。 

③その他製造にあっては、冷凍則第15条第1号に基づく冷凍則第14条第1号の基準（試

運転又は気密試験）及び第2号の基準が適用される。 

 

(3)機器の製造に係る技術上の基準 

冷凍則第 63条において、高圧法第 57条の経済産業省令で定めるものを次のとおり

規定している。 

もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、1日の冷凍能力が 3トン以上（ヘリウ

ム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオ

ロカーボン（可燃性ガスを除く。）又は空気にあつては、5トン以上。）の冷凍機 

よって、第 1種製造者、第 2種製造者及びその他製造の全ての設備に機器の製造に

係る技術上の基準が適用される。 

また、冷凍則第 64条において、機器の製造に係る技術上の基準を定めている。表

2-2に「機器の製造に係る技術上の基準」についてまとめる。 

 

表 2-2 冷凍則第 64条の冷凍設備に用いる機器の製造に係る技術上の基準 

冷凍能力 20トン

以上の機器の冷

媒設備のうち、大

臣が定める容器
※ 

左 記 以

外 の 機

器 技術上の基準（冷凍則第 64条） 

○ － （機器の製造に係る技術上の基準） 

第六十四条 法第五十七条の経済産業省令で定める技

術上の基準は、次に掲げるものとする。 

一 機器の冷媒設備（一日の冷凍能力が二十トン未

満のものを除く。）に係る経済産業大臣が定める

容器※（ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以

下この号において同じ。）は、次に適合するこ

と。 

イ 材料は、当該容器の設計圧力（当該容器を使

用することができる最高の圧力として設計され

た適切な圧力をいう。以下この条において同
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じ。）、設計温度（当該容器を使用することが

できる最高又は最低の温度として設定された適

切な温度をいう。以下この号において同

じ。）、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適

切なものであること。 

ロ 容器は、設計圧力又は設計温度において発生

する最大の応力に対し安全な強度を有しなけ

ればならない。 

ハ 容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸

法、設計圧力、設計温度における材料の許容

応力、溶接継手の効率等に応じ、適切である

こと。 

ニ 溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び

方法により行うこと。 

ホ 溶接部（溶着金属部分及び溶接による熱影

響により材質に変化を受ける母材の部分をい

う。以下同じ。）は、母材の最小引張強さ

（母材が異なる場合は、最も小さい値）以上

の強度を有するものでなければならない。た

だし、アルミニウム及びアルミニウム合金、

銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九

パーセントニッケル鋼を母材とする場合であ

つて、許容引張応力の値以下で使用するとき

は、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の

強度を有する場合は、この限りでない。 

ヘ 溶接部については、応力除去のため必要な

措置を講ずること。ただし、応力除去を行う

必要がないと認められるときは、この限りで

ない。 

ト 構造は、その設計に対し適切な形状及び寸

法でなければならない。 

チ 材料の切断、成形その他の加工（溶接を除

く。）は、ロ及びハの規定によるほか、次の

（1）から（4）までに掲げる規定によらなけ

ればならない。 

（1）材料の表面に使用上有害な傷、打こ
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ん、腐食等の欠陥がないこと。 

（2）材料の機械的性質を損なわないこと。 

（3）公差が適切であること。 

（4）使用上有害な歪みがないこと。 

リ 突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条

件ごとに適切な機械試験に合格するものであ

ること。ただし、経済産業大臣がこれと同等

以上のものと認めた協会が行う試験に合格し

た場合は、この限りでない。 

ヌ 突合せ溶接による溶接部は、その内部に使

用上有害な欠陥がないことを確認するため、

高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験そ

の他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非

破壊試験に合格するものであること。ただ

し、非破壊試験を行うことが困難であると

き、又は非破壊試験を行う必要がないと認め

られるときは、この限りでない。 

ル 低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他

安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有

害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探

傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する

適切な非破壊試験に合格するものであるこ

と。ただし、非破壊試験を行うことが困難で

あるとき、又は非破壊試験を行う必要がない

と認められるときは、この限りでない。 

○ ○ 二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力

で行う適切な気密試験及び配管以外の部分につい

て設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安

全な液体を使用して行う適切な耐圧試験（液体を

使用することが困難であると認められるときは、

設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等

の気体を使用して行う耐圧試験）に合格するもの

であること。ただし、経済産業大臣がこれらと同

等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した

場合は、この限りでない。 
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○ ○ 三 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により

冷媒ガスが漏ないものであること。 

－ ○ 四 機器（第一号に掲げる容器を除く。）の材料及

び構造は、当該機器が前二号の基準に適合するこ

ととなるものであること。 

※ 円筒形（内径 160mm を超えるものに限る。）、プレート形（内容積 15 リットルを超

えるものに限る。）（製造細目告示第 11条の 4） 
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2.1.2 冷凍能力と不活性ガス等の冷媒ガスの種類による区分 

 冷凍則では、表 2-3に示すとおり、ガスの種類と冷凍機の冷凍能力により第 1種製造

者、第 2種製造者、その他製造及び適用除外に区分され、その規制内容が決まる。ただ

し、指定設備については第 1種製造者相当の冷凍能力であっても、第 2種製造者の扱い

に規制が緩和される。 

 

表 2-3 ガスの種類と使用される冷凍機の冷凍能力との関係 

根拠条文 
冷凍能力（RT※1） 

冷媒ガス 
RT＜3 3≦RT＜5 

5≦RT＜

20 

20≦RT＜

50 
50≦RT 

高圧法第

3条 

､第 5条 

令第 2

条、4条 

 

 

第 1種ガス ※2 適用除外 
その他 

製造 

第 2種 

製造者 

第 1種 

製造者 

第 1種ガス以外

のフルオロカー

ボン 

適用  

除外 

その他 

製造 
第 2種製造者 

第 1種 

製造者 

アンモニア 
適用 

除外 

その他 

製造 
第 2種製造者 

第 1種 

製造者 

その他（プロパ

ン等） 

適用 

除外 
第 2種製造者 第 1種製造者 

※1 RT：一日の冷凍能力（単位 トン）の数値 

※2 第 1 種ガス：ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒

素、二酸化炭素、フルオロカーボン（難燃性を有するものとして経済産業省令で定

める燃焼性の基準に適合するものに限る。）又は空気 
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2.1.3 レトロフィットに係る規制 

 2.1.1に示すとおり、レトロフィットを行う設備を設置している事業者（以下、「ユー

ザー」という。）は第 1 種製造者、第 2 種製造者、その他製造の 3 つに区分され、高圧

法の規制対象の設備を保有している。 

 令和 2年度の事業所数は表 2-4のとおりとなっている。 

 

表 2-4 令和 2年度事業所数 

 

区分 

事業所数 

合計 

フルオロカーボン その他ガス 

（アンモニア

等） 

不活性ガス 以外 

第 1種製造者 5,199 3,542 10 1,647 

第 2種製造者 64,782 55,540 141 9,101 

＊出典：令和２年度高圧ガス保安年報より 

補足 1）その他製造については統計がないため詳細は不明であるが、第 1種製造者、第

2種製造者以上の事業所数があると推測される。 

補足 2）表の事業所数は、レトロフィット対象設備を示しているわけでなく、令和2年

度までの累計で都道府県等に申請のあった数を示す。 

 

2.1.3.1 レトロフィットに係る法規制 

 (1)から（5）にそれぞれレトロフィットを行う際の冷媒ガス種の変更等に係る法規制

（現行規制）について以下に示す。 

 

(1)冷媒ガス種の変更（ユーザー規制） 

都道府県知事等に、第 1種製造者にあっては変更許可申請、第 2種製造者にあって

は変更届出の提出が必要である。 

関係法令は以下に示すとおりである。 

 

高圧法 

条項 条文 

第 14条 

 

（製造のための施設等の変更） 

第十四条 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若

しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種

類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県

知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための

施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽
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微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 

２ 第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をした

ときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け

出なければならない。 

３ 第八条の規定は、第一項の許可に準用する。 

４ 第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは

設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若

しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、

都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のた

めの施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定め

る軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでな

い。 

 

冷凍則 

条項  

第 16条 

 

（第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請） 

第十六条 法第十四条第一項の規定により許可を受けようとす

る第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可

申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都

道府県知事に提出しなければならない。 

２ 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項

のうち、変更のあつた部分について記載しなければならな

い。 

第 18条 

 

（第二種製造者に係る変更の工事等の届出） 

第十八条 法第十四条第四項の規定により届出をしようとする

第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に

変更明細書（認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出よ

うとする者にあつては、指定設備認定証の写し）を添えて、

事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければな

らない。 

２ 前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のう

ち、変更のあつた部分について記載しなければならない。 

説明） 

①第 16条 第一種製造者が変更の工事等の許可の申請をする際には、高圧ガス製造施

設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知

事に提出しなければならない。 



14 
 

②第 18条 第二種製造者が変更の工事等の届出をする際には、高圧ガス製造施設等変

更届書に変更明細書（認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者に

あつては、指定設備認定証の写し）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県

知事に提出しなければならない。 
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（不活性ガスから特定不活性ガスへの冷媒ガス種変更による技術上基準の遵守事項の

追加） 

冷媒ガス種変更について、不活性ガスから特定不活性ガスに変更となった場合、冷

凍則第 7条の技術上の基準が不活性ガスに比べ、追加事項が増えることとなる。 

技術上の遵守事項が増えることにより、製造のための施設の位置、構造又は設備の

変更となる場合もある。 

表 2-5に不活性ガスと特定不活性ガスの技術上基準の比較を示す。 

 

表 2-5 技術上基準の遵守事項の比較 

 
 

第 7条関係の条文 

特定不活性ガスの場合、機械通風装置、ガス漏えい検知警報設備等の設置が必要

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷凍則条項 内容 不活性ガス（特定不活性ガスを

除く。） 
特定不活性ガス 

第 7 条第 1 項 

第 1 号 
引火性又は発火性の物のたい積の状況 
火気の付近にないこと 

○ ○ 

第 2 号 警戒標 ○ ○ 

第 3 号 漏えいガスが滞留しない構造  ○ 

第 4 号 冷媒ガスが漏えいしない構造 ○ ○ 

第 5 号 耐震設計構造 ○ ○ 

第 6 号 
冷媒設備の耐圧性能 
冷媒設備の気密性能 

○ ○ 

第 7 号 圧力計 ○ ○ 

第 8 号 安全装置 ○ ○ 

第 9 号 安全弁等の放出管   

第 10 号 液面計   

第 11 号 液面計   

第 12 号 消火設備   

第 13 号 流出防止措置   

第 14 号 電気設備の防爆構造   

第 15 号 ガス漏えい検知警報設備  ○ 

第 16 号 除害措置   

第 17 号 バルブ等の操作に係る措置 ○ ○ 

十五 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏

えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、

警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設に

ついては、この限りでない。 

三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管（可燃性ガ

ス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。）を設置する室は、冷

媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 
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（2）冷凍能力の変更（ユーザー規制） 

 ガスの種類の変更により、冷凍能力が変更となった場合の関係法令は以下に示すと

おりである。 

 

冷凍則 

条項  

第５条 

 

（冷凍能力の算定基準） 

第五条  

一～三（略） 

四 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次

の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。 

Ｒ＝Ｖ／Ｃ 

この式において、Ｒ、Ｖ及びＣは、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

（略） 

Ｃ 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当

欄に掲げる数値又は算式により得られた数値 

これらの算式において、ＶＡ、ｈＡ及びｈＢは、それ

ぞれ次の数値を表すものとする。 

（以下、略） 

 

 

冷凍則（製造計画書） 

条項  

第３条第２項 

 

（第一種製造者に係る製造の許可の申請） 

第三条  

１ （略） 

２ 前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

一 製造の目的 

二 製造設備の種類 

三 一日の冷凍能力（第五条に規定する算定基準によるもの

をいう。以下同じ。） 

四 圧縮機の性能 

五 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及

び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関す
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る事項 

六 移設、転用、再使用又はこれらの併用（以下「移設等」

という。）に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経

歴及び保管状態の記録 

第７条第１項第

６号 

 

（定置式製造設備に係る技術上の基準） 

第七条 

一～五（略） 

六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配

管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水

その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用

することが困難であると認められるときは、許容圧力の

一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行

う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のもの

と認めた高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が行

う試験に合格するものであること 

第４条第２項 

 

（第二種製造者に係る製造の届出） 

第四条 

１ （略） 

２ 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記

載しなければならない。 

一 製造の目的 

二 製造設備の種類 

三 一日の冷凍能力 

四 圧縮機の性能 

五 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準

及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関

する事項 

六 移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用

の経歴及び保管状態の記録 

第１２条第１項 

 

 

第十二条  

製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く。）である製

造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術

上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第

八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準と

する。 

２ （略） 
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説明）製造計画書の各事項（耐圧・気密試験の試験圧力・結果）に変更のあった場合

は、変更明細書の中にその旨を記載する。 

 

（3）その他製造に関係する条文（ユーザー規制） 

対象は、その他製造である。 

関係法令は以下に示すとおりである。 

高圧法 

条項  

第 13条 

 

（製造のための施設及び製造の方法） 

第十三条 

 前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省

令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 

冷凍則 

条項  

第 15条 

 

（その他製造に係る技術上の基準） 

第十五条 

 法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各

号に掲げるものとする。 

一 前条第一号の基準に適合すること。 

二 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、

冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措

置を講ずること。 

説明）第 14条第１号に定める基準の内容は以下のとおりである。 

 

冷凍則 

条項  

第 14条 

 

（第二種製造者に係る技術上の基準） 

第十四条 法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上

の基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素

以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行

う気密試験（空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設

備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を

行つた後でなければ製造をしないこと。 

二 （略） 
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（4）指定設備の場合 

 関係法令は以下に示すとおりである。 

 

冷凍則 

条項  

第６２条 

 

（指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等） 

第六十二条 

 認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備

の移設等（転用を除く。以下この条及び次条において同じ。）を

行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効

とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでな

い。 

一 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合 

二 認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定

指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等

により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を

受けた場合 

２ 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の

工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたとき

は、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定

設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。 

３ 第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工

事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該

認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及

び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記

載しなければならない。 

説明）第６２条の指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等の条項に該当しな

い場合は、指定設備認定証を返納しなければならない。 
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（5）冷凍則第 36条第 2項で示す冷凍保安責任者の選任不要の冷凍設備（以下、｢ユニッ

ト形｣という。） 

 

冷凍則 

条項  

第３６条 

 

（冷凍保安責任者の選任等） 

第三十六条  

１ （略） 

２ 法第二十七条の四第一項第一号の経済産業省令で定める施設

は、次の各号に掲げるものとする。 

一 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス（アンモニアを除

く。）以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であ

つて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの（アン

モニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷

媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製

造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備

の部分に限る。） 

イ 機器製造業者の事業所において次の（１）から（５）ま

でに掲げる事項が行われるものであること。 

（１） 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体

に組立てること。 

（２） 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものであ

る製造施設（設置場所が専用の室（以下「専用機械

室」という。）である場合を除く。）にあつては、冷

媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納す

ること。 

（３） 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものであ

る製造施設（空冷凝縮器を使用するものに限る。）に

あつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設

けること。 

（４） 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施

すること。 

（５） 冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を

確認すること。 

ロ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造

施設にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は
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二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガ

スにより冷凍する製造設備であること。 

ハ 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮

機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の（１）か

ら（７）までに掲げるところにより必要な自動制御装置

を設けるものであること。 

（１） 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力よ

り著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低

圧遮断装置を設けること。 

（２） 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油

圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下

したときに圧縮機を停止する装置を設けること。た

だし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下であ

る場合には、省略することができる。 

（３） 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置

を設けること。 

（４） 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けるこ

と。 

（５） 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置（冷却水

ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械

的又は電気的連動機構を有する装置を含む。）を設け

ること。 

（６） 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器

用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないこ

とを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮

器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温

度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送

風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持

することができないときには、当該装置を解除する

ことができる。 

（７） 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又は

これに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱

防止装置を設けること。 

ニ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造

施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の

（１）から（３）までに掲げる自動制御装置を設けるとと
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もに、次の（４）から（８）までに掲げるところにより必

要な自動制御装置を設けるものであること。 

（１） ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、か

つ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から

手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除

害設備を設けること。 

（２） 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰

する緊急停止装置を設けること。 

（３） ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍

設備が稼動しないことを確保する装置（停電時に

は、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は

発電機等の非常用電源に切り替えることができる機

構を有するものに限る。）を設けること。 

（４） 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが

滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動する

ガス漏えい検知警報設備を設けること。 

（５） 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と

連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング

外において遠隔から手動により操作できる緊急停止

装置を設けること。 

（６） 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝

縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報

設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケー

シング外において遠隔から手動により操作できる緊

急遮断装置を設けること。 

（７） 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度

が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を

停止する高温遮断装置を設けること。 

（８） 吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するも

のには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場

合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置

を設けること。 

ホ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製

造施設にあつては、当該製造設備の一日の冷凍能力が六

十トン未満であること。 

ヘ 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を
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必要としないものであること。 

ト 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設に

あつては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すこ

となしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍

の用に供することができるものであること。 

チ 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあつて

は、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び

冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造

設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであるこ

と。 

二 フルオロカーボン百十四の製造設備に係る製造施設 

３ 法第二十七条の四第一項第二号に規定する冷凍保安責任者を

選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げ

るものとする。 

一 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造

をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上（ヘリウ

ム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、

窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン（可燃性ガスを除

く。）又は空気にあつては、二十トン以上。アンモニア又は

フルオロカーボン（可燃性ガスに限る。）にあつては、五ト

ン以上二十トン未満。）のものを使用して高圧ガスを製造す

る者 

二 前項第一号の製造施設（アンモニアを冷媒ガスとするも

のに限る。）であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二

十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造す

る者 

説明）ユニット形と非ユニット形（第 1種製造者、第 2種製造者の冷凍保安責任者の

選任が必要な設備）との規制の比較については次ページに示す。 
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【ユーザー規制】 

【製造】 

設 備 の

区分 
設備の種類 レトロフィットに伴う行政への手続き 備考 

第 1 種

製造者 

（許可） 

非ユニット形 

（冷凍保安責任者 要） 

変更許可申請 

高圧ガスの種類の変更 

施設の位置、構造若しくは設備の変更工

事 

変更明細書に変更内容（ガスの種類、冷凍能力、設

計圧力、耐圧・気密試験の結果等）を記載。 

ユニット形 

（冷凍保安責任者 不要） 

上記に加え、冷凍能力の変更により、ユニット形の

設備に係る技術上の基準に適合できなくなるため、

非ユニット形に変更。 

第 2 種

製造者 

（届出） 

非ユニット形 

（冷凍保安責任者 一部

要） 

変更届出申請 

高圧ガスの種類の変更 

施設の位置、構造若しくは設備の変更工

事 

変更明細書に変更内容（ガスの種類、冷凍能力、設

計圧力、耐圧・気密試験の結果等）を記載。 

ユニット形 

（冷凍保安責任者 不要） 

上記に加え、冷凍能力の変更により、ユニット形の

設備に係る技術上の基準に適合できなくなるため、

非ユニット形に変更。 

認定指定設備 

（冷凍保責任者 不要） 

（冷凍能力50トン以上の第

2種製造者） 

製造廃止届 

（指定設備認定証が無効となる設備の変

更工事を伴う場合） 

変更後も設備を使用する場合には、第１種製造者の

非ユニット形設備としての製造許可申請が必要。 

KHKに指定設備認定証の返納届の提出が必要。 

そ の 他

製造 
― 

なし  
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（6）レトロフィットに伴い部品（膨脹弁等）の交換等、機器の組み立てを行う場合（第

57条関係通達でいう機器製造業者（以下、「機器製造業者」という。）の規制） 

 機器製造業者に係る法規制について以下に示す。 

高圧法 

条項  

第５７条 

 

（冷凍設備に用いる機器の製造） 

第五十七条 

 もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定め

るもの製造の事業を行う者（以下「機器製造業者」という。）

は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の

技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定

める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならな

い。 

説明）機器製造業者は、第 57条に基づき機器の製造をしなければならない。 

 

冷凍則 

条項  

第６３条 

 

（冷凍設備に用いる機器の指定） 

第六十三条 

 法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設

備に用いる機器（以下単に「機器」という。）であつて、一日の

冷凍能力が三トン以上（ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプト

ン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン

（可燃性ガスを除く。）又は空気にあつては、五トン以上。）の冷

凍機とする。 

第６４条 （機器の製造に係る技術上の基準） 

第六十四条  

一 機器の冷媒設備（一日の冷凍能力が二十トン未満のもの

を除く。）に係る経済産業大臣が定める容器（ポンプ又は

圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。）

は、次に適合すること。 

イ～ル（略） 

二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適

切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・

五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適

切な耐圧試験（液体を使用することが困難であると認めら
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れるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒

素等の気体を使用して行う耐圧試験）に合格するものであ

ること。ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のもの

と認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでな

い。 

三 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガス

が漏れないものであること。 

四 機器（第一号に掲げる容器を除く。）の材料及び構造

は、当該機器が前二号の基準に適合することとなるもので

あること。 

説明）機器製造業者は、部分品を交換する場合、第 64条に基づき部分品を製造したも

のでなければならず、耐圧・気密試験等も必要になる。 

 

高圧法（通達）（機器製造業者の定義） 

条項  

第７条関係 

 

（冷凍設備に用いる機器の製造） 

第 57条関係 

機器の製造とは、機器をいわゆる素材から生産することのみな

らず、例えば圧縮機、凝縮器、受液器を部分品として機器を組み

立てることも含まれる。したがって、例えば機器の部分品を製造

しても、それらを組み立てることなく、各個に販売する者は、本

条でいう機器製造業者ではなく、反対にこれらを自ら製造するこ

となく購入し、単に組み立てのみを行う者は、機器製造業者とな

る。 

 

冷凍則（通達）（第 64条の証明書の取り扱い） 

条項  

第７条関係 

 

（１）～（３） （略） 

（４）第６号の冷媒設備の設置に際し、規則第 64条第２号に規

定する気密試験及び耐圧試験に合格した旨の証明書（機器製造

業者の証明書（検査員の氏名、資格及び番号を記載）を含

む。）をもって、完成検査の際の資料として使用することがで

きるものとする。 

ただし、気密試験は次によるものとする。
（以下、略） 

説明）第 64条で製造した部分品について耐圧・気密試験に合格した証明書は、第 7条

の完成検査における耐圧・気密試験の際の資料として使用することができる。 
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2.1.3.2 レトロフィットに係る法規制の整理まとめ 

 レトロフィットを実施するにあたり、冷凍設備を使用する側（ユーザー側）と冷凍

設備を製造し、組み立て等を行う側（メーカー側）に基準がかかる。ユーザー側とし

ては、第 1種製造者又は第 2種製造者の場合には、都道府県知事等に「冷媒ガスの種

類の変更」に伴う変更許可申請又は届出の手続きが必要になり、冷凍能力も変更する

場合には、変更明細書にその旨の記載が必要である。なお、その他製造の場合には特

段の手続きは求められていない。 

一方、メーカー側としては、レトロフィット作業を行う際に部品の交換等機器の組

み立てを行った場合は機器製造業者に該当する場合があるため、冷凍則第 64条の技術

上の基準の遵守義務が発生し、レトロフィット後の冷凍設備について耐圧性能、気密

性能、強度の確認等が必要となる。 

ここで、レトロフィット作業に伴う機器の組立て行為が発生せず、単に冷媒ガス種

類の変更のみ行う場合については、レトロフィット作業を行った者が機器製造業者に

該当するかどうかは必ずしも明確となっていないが、第 1種製造者又は第 2種製造者

の場合には、変更明細書の中でレトロフィット後の冷凍設備が技術上の基準を遵守し

ていることを証明することが求められているため、一般的にユーザー側は、これらの

証明をレトロフィット事業者に要求するものと考えられる。 

 本委員会において議論となったことは、冷媒ガス種の変更により、変更許可申請等

が必要となり、その際に冷媒ガスの設計圧力が変わることによる耐圧試験の実施が必

要となるが、それに代わる方法案及びレトロフィットを行う事業者がメーカー規制で

ある第 64条の基準で主に気密試験、耐圧試験、強度の確認をどのように行うかが焦点

となった。 

なお、指定設備及びユニット形の設備へのレトロフィットについては、別途対策を

講じないと指定設備及びユニット形設備のインセンティブが失われることとなること

から別途検討が必要と考える。 

 

 



28 
 

2.2 レトロフィットを実施することが可能な冷凍設備の検討範囲について 

 

2.2.1 冷凍設備の条件 

 レトロフィットが行われる設備は、高圧法の規制から外れる家庭用の小型冷凍冷蔵庫、

小型の冷暖房設備、業務用の自動販売機や高圧法の規制を受ける大型の冷凍冷蔵庫まで

幅広い機器が存在するが、本委託事業では、以下、(1)から(3)の条件に該当する設備に

ついて検討範囲とすることとした。 

 

 (1)高圧法適用の設備（第 1種製造者、第 2種製造者、その他製造の機器が対象）で

あること。 

(2)レトロフィットを行う冷媒ガスは不活性ガス ＊のフルオロカーボンであること。

＊不活性ガスの中には特定不活性ガスも含まれる。 

(3)レトロフィットを行う冷媒がフロン類でないガス（自然冷媒（CO2、空気等））で

ないこと。 

 

2.2.2 対象設備の選定（冷凍設備の範囲） 

 2.2.1に示す条件の下、機器の冷媒量が多く、容易に更新ができない（設備投資が必

要）、又は GWP が高い冷媒を使用しており今後サービス時の冷媒供給が減少するなどの

理由から、今後、表 2-6に示すレトロフィットの需要が高くなると予想される機器を選

定し、これらを中心として検討することとした。なお、R22を冷媒ガスとする機器につ

いては高経年化したものが大多数であるため本委託事業では選定しなかったこと、及び

表 2-6に示す設備に限定することで、今後の開発が見込まれる新冷媒へのレトロフィッ

ト等を阻害するものではないことを申し添える。 
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表 2-6 レトロフィットの需要が高くなると予想される機器と対象冷媒ガス 

GWPの値：IPCC第 4次評価報告書より 

＊コンデンシングユニット：圧縮機、凝縮器及び制御器等で構成されたもの。 

 

2.2.3 レトロフィットを行う機器に使用される冷媒ガス 

 レトロフィット前後において、冷媒ガスの性質や圧力が大きく異なってしまうと、

機器の性能を発揮できない等の運転に支障をきたすだけでなく、保安の確保も図られ

なくなるおそれがある。 

そのため、レトロフィットは、冷媒ガスの蒸気圧等の物性が類似したもの同士にお

いて行うことが予想されており、現状でレトロフィットが想定される冷媒ガスの設計

圧力を表 2-7に示す。なお、設計圧力は、冷媒ガスの蒸気圧、機器の運転条件等によ

り定めるものであり、表 2-7に示す値を用いることが一般的である。 

 

 対象機器 
現使用冷媒 

（GWP） 
 

レトロフィット

対応が想定され

る冷媒（GWP） 

① 

遠心式（ターボ式）冷凍機 

（累計の推定出荷台数：6000～8000台程

度） 

R134a（不活性

ガス：HFC冷

媒）（1430） 

 

R1234yf（4） 

R1234ze（6） 

（特定不活性ガ

ス：HFO冷媒） 

② 
スクリュー式冷凍機 

（累計の推定出荷台数：1000台程度） 

R404A（不活性

ガス：HFC冷

媒）（3920） 

 

R407H（1495） 

R448A（1387） 

R449A（1396） 

（不活性ガス：

HFC冷媒） 

R1234yf（4） 

R1234ze（6） 

（特定不活性ガ

ス：HFO冷媒） 

③ 

別置形コンデンシングユニット ＊ 

（ロータリー式、スクロール式、

レシプロ式） 

 

（累計の推定出荷台数：80 万台以上） 

 （年間 9 万台程度生産） 
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今後、レトロフィットが行われると想定される冷媒の設計圧力値の比較を表 2-7に示す。 

表 2-7 設計圧力値の比較 

 

飽和圧力（設計圧

力）（MPa） 

R134a  R1234yf R1234ze 

低圧部 38℃ 0、87  0.87 0.63 

高圧部 43℃ 1.00  1.00 0.73 

50℃ 1.22  1.21 0.90 

55℃ 1.40  1.37 1.03 

60℃ 1.59  1.55 1.19 

65℃ 1.79  1.74 1.34 

70℃ 2.02  1.95 1.51 

 
 

飽和圧力（設計圧

力）（MPa） 

R404A  R407H R448A R449A R1234yf R1234ze 

低圧部 38℃ 1.64  1.64 1.68 1.68 0.87 0.63 

高圧部 43℃ 1.86  1.86 1.90 1.90 1.00 0.73 

50℃ 2.21  2.21 2.26 2.25 1.21 0.90 

55℃ 2.48  2.48 2.53 2.53 1.37 1.03 

60℃ 2.78  2.78 2.83 2.83 1.55 1.19 

65℃ 3.11  3.11 3.16 3.15 1.74 1.34 

70℃ -  3.46 3.51 3.50 1.95 1.51 

出典）日本冷凍空調学会 冷媒定数の標準値より https://www.jsrae.or.jp/site/technology.php  

備考）対象設備の現使用冷媒からレトロフィット対応が想定される冷媒の設計圧力値を表から比較すると、想定される代替フロンから低

GWP冷媒への入れ替えにより、最大で約 0.05MPa飽和蒸気圧（R404A→R448A・R449A）が高くなるため、冷凍設備の設計圧力の見直しが必要

になる場合がある。 

 

代替フロン 低 GWP フロン 

R134a からのレトロフィット 

R404A からのレトロフィット 

https://www.jsrae.or.jp/site/technology.php
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2.3 レトロフィットの実態について 

 

2.3.1 レトロフィットの実態調査ヒアリング 

 実際にレトロフィットを実施したことがある 3事業所を訪問し、レトロフィットの実施状

況及び安全対策について実態調査（ヒアリング）を行った。（3社のうち 1社は既に実施

済） 
ヒアリングを実施した事業者の概要については、以下、表 2-8に示す。 

 

 

表 2-8 ヒアリング実施状況 

月日 訪問先 業種 設置場所 

令和 3年 12月 14日 

Ａ社東京本社（レト

ロフィット実施後の

調査） 

メーカー 大阪府 

令和 4年 1月 6日 

令和 4年 1月 7日 

Ｂ社（レトロフィッ

ト実施現場に立会） 
ガス製造者 ― 

令和 4年 1月 18日 
Ｃ社（レトロフィッ

ト実施現場に立会） 
小売店 ― 

 
 

2.3.1.1 A社レトロフィット実態調査報告 

 

 冷媒ガスメーカーより、冷凍機の製造、施工、メンテまでを手がける A社がレトロフィッ

トを行ったことがあるとの情報を得たことから、A社に対しレトロフィットの実態調査ヒア
リングを行った。 

 本委託事業の範囲外である R22から R404Aへのレトロフィットであるが、調査報告内容を

公表できるものであり今回調査対象とした。 

調査結果の詳細については、以下のとおりである。 

 

 
(1)レトロフィット前後の機器の仕様 

 本件は、以下表のとおり、2013年に実施した海外製の蒸発器以外の部分品を A社製品に

交換してレトロフィットを行った事例である。海外製の蒸発器については、R22から R404A

に冷媒ガスを変更（レトロフィット実施）し、引き続き使用している。以下表 2-9にレトロ

フィット前後の比較を示す。（設備全体の図は添付資料 1参照） 

 
表 2-9 レトロフィット前後の機器の仕様 

 レトロフィット前 レトロフィット後 

設置場所 大阪府 

設置年 1984年 2013年（蒸発器を除き、他全ての

設備を更新） 
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製造の目的 油脂の冷却 

冷媒ガス 
設計圧力 

R22（GWP1810） 
高圧部 1.6MPa 低圧部 1.3MPa 

R404A(GWP3920) 
高圧部 1.86MPa 低圧部 1.64MPa 

冷凍能力 63トン 43.4トン 

高圧法的区

分等 

第 1種製造者 

（定置式製造設備、直接膨張式、 

非ユニット型） 

第 2種製造者 

（定置式製造設備、直接膨張式、 

非ユニット型） 

圧縮方式 レシプロ式 スクリュー式 

備考 海外製の蒸発器に他社の冷凍機が

接続 

海外製の蒸発器に A社の冷凍機を接

続 

※蒸発器を除く他全ての設備を更新し、冷凍能力が変更となったことから第 1種製造者から

第 2種製造者に変更となった。 

 

（2)内容 
①レトロフィットを行うまでの経緯 

a.1984年に油脂冷却のため第１種製造設備（圧縮方式 レシプロ式、冷凍能力 63トン）

として許可申請を行い製造開始 

b.2012年に冷媒問題（R22の全廃）を機に、ユーザーより冷媒種の変更と、一部機器の

更新の要望あり。 

c.2013年 8月に、製造廃止届出を提出後、新規製造届出（第 2種製造者（一部機器を残
し））し、製造開始した。なお、納期とコストを勘案して、蒸発器は引き続き使用する

こととしたとのこと。 

 

②レトロフィット作業フロー 

 以下に作業フローを示す。 

旧設備（R22）冷媒回収 回収専門の業者にて実施（移動式製造設備にて回収） 
↓ 

旧設備を撤去 

↓ 

新設備（R404A）設置 蒸発器を残し、その他設備は更新 

↓ 

新設備配管等工事 
↓ 

既存設備のメンテナンス 既存設備について、R22→R404Aにレトロフィットを実施 

レトロフィット実施時には、 

・外観検査（配管の腐食等の目視） 

＊設備内部は、ビーズ又は砂が充填されているため内部の機器の目視検査はできない

が、気密試験で漏えい検知機にて漏えいの有無を確認しているため、設備の損傷はない
と判断している。 

・冷凍機油の排出（窒素加圧によりドレン弁より排出） 

・蒸発圧力調整弁(EPR)の点検、消耗品交換（パッキン類交換） 

・安全弁の交換（計算結果にて、サイズ変更なし、圧力はレトロフィット後の設計圧

力） 

・レトロフィット後に冷媒の設計圧力による気密試験を実施（低圧部：1.64MPa） 
↓ 

総合気密試験 （R404A 高圧部：1.86MPa、低圧部：1.64MPa）高圧部と低圧部に分けて

気密試験を実施。 

↓ 
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真空引き 

↓ 

冷凍機油充填 R404A用の油を充填 

↓ 

冷媒充填 回収専門の業者にて実施（移動式製造設備にて R404Aを充填） 

↓ 
試運転 

↓ 

製造開始 

 

(3)冷媒ガス種の変更に伴う既設部分の確認事項 

 
①蒸発器 

 行政は製作時に、液圧 3.0MPaにより実施した耐圧証明書を確認。R404Aの低圧部の設計

圧力の 1.5倍は 2.46MPaであるから、R404Aに変更後も耐圧性能を確保していると判断

し、現場での耐圧試験を行っていない。 

 

②配管部分 
 行政は、強度計算書により最小肉厚が十分確保されていることを確認。 

 

③安全弁 

 事業所は、冷媒ガス種、圧力の変更となるため、口径を再計算したが、結果は変わら

ず。ただし、設定圧力は変わるので新規に交換した。 

 
(4)行政への対応 

 第 2種製造者の申請にあたり、以下の書類を提出している。 

 なお、提出が必要な書類は、都道府県等の裁量もあるため、都道府県等によって異なる

とのことであった。 

 

①高圧ガス製造届出書、委任状 
②各種証明書類（冷凍用圧縮機等耐圧試験、気密試験証明、既存設備の耐圧・気密試験証

明書等） 

③事業所付近の案内図 

④製造計画書 

⑤高圧ガスの施設等明細書（耐圧試験、気密試験等） 

⑥現場配管系統図 
⑦ユニット配管系統図 

⑧工場全体図 

⑨設備配置図 

⑩冷凍能力計算書 

⑪ユニット姿図 

⑫コンデンザー図面 
⑬レシーバー図面 

⑭オイルセパレーター図面 

⑮液分離器図面 

⑯液戻し器図面 

⑰蒸発器図面（既設） 

 
行政は上記書類に加えて、下記の書類も確認していたとのことであった。 
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⑱初期の許可申請書 

⑲初期製造施設完成証 

⑳直近の変更許可証 

㉑直近の製造施設完成検査証 

㉒蒸発器の図面（既設） 
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2.3.1.2 B社レトロフィット実態調査報告 

 

冷媒ガスメーカーより、産業用設備の施工、運営、メンテまでを手がける B社において、

産業用設備の附随する設備のレトロフィットを行うとの情報を得たことから、作業現場に立

ち会った。 

 ここでは、立会調査で得られた情報について報告する。 
補足） 

情報については、企業秘密の部分もあるため、内容は非公開とする。 

 

 

2.3.1.3 C社レトロフィット実態調査報告 

 

 冷媒ガスメーカーより、C社で冷蔵・冷凍用の別置型コンデンシングユニットのレトロフ

ィットを行うとの情報を得たことから、作業現場に立ち会った。 
ここでは、立会調査で得られた情報について報告する。 

補足） 

情報については、企業秘密の部分もあるため、内容は非公開とする。 

 

 

2.3.2 まとめ 

 本委託事業では、2.3.1.1～2.3.1.3の 3事業所のレトロフィット実態調査を実施した。そ
のうち 1事業所については、既に実施済の事業所であり、残りの 2事業所については実際の

作業に立ち会い調査を実施した。 

 

 まず A社については、蒸発器（レトロフィット対象設備）を残し、その他は更新すること

により第 1種製造者から第 2種製造者に変更となった事例である。 

その蒸発器の冷媒ガス R22（GWP1810）から R404A（GWP3920）へのレトロフィットを行っ 
っており、設計圧力は、高圧部及び低圧部ともに僅かであるが上がることは作業前から確認

していた。しかしながら、行政は製作時の耐圧証明書により、当該設備が液圧 3.0MPaで耐

圧試験を実施した事を確認しており、R404Aの低圧部の設計圧力の 1.5倍は 2.46MPaである

ことから、R404Aに変更後も耐圧性能を確保していると判断し、現場での耐圧試験を実施せ

ず、書類のみの確認とした。また、同時に強度計算書にて圧力が上がることによる材料の強

度（第 64条第 1号、4号）確認も行っている。 
なお、本設備のレトロフィットは設備を一部残し、他設備全般の更新という非常に珍し

いケースであると考える。 

 

 次に B社については、産業用設備に附随する設備のレトロフィットを行った事例であり、 

レトロフィットは、冷媒ガス R507A（GWP3990）から R449A（GWP1396）へのレトロフィッ

トであった。 

情報については、企業秘密の部分もあるため、内容は非公開とする。 

 

最後に C社であるが、本設備は委員会の主な検討対象としている設備（別置型コンデンシ

ングユニットの事例）であり、どのように安全性の担保がとれているかが注目すべき点であ

った。 

今回の作業は冷媒ガス R404Aから R449Aへのレトロフィットであった。 

情報については、企業秘密の部分もあるため、内容は非公開とする。 
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今回の実態調査は、実態を踏まえつつ、今後どのように安全を担保すればレトロフィット

を安全に行うことができるかを、規制の見直しも含め検討するために行ったものである。よ

って、今回のレトロフィット実施方法が、法令上に則したものであるか否かの判断をしたも

のではものではないことを申し添える。 

 

最後に、本調査にご協力いただいた、事業者には大変お忙しい中ご協力をいただきました
こと感謝申し上げる。 
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2.4 レトロフィットが実施されている欧米諸国における法規制及び実施実態について 

 

2.4.1 欧米の法規制 

2.4.1.1 ISO、ASHRAE、EUの比較表 

冷媒、冷凍空調機器に関係する国際規格、日本及び米国、欧州の規制、規格は（公社）日
本冷凍空調学会の委員会の調査によりまとめられている。本調査の参考として記載してい

る。 

以下、表 2-12に示す． 

 

表 2-12 Regulations and standards related with refrigerant and refrigeration 

Air conditioning products  
 

 
出典：第 3部 次世代冷媒の規制・規格の調査 （（公社）日本冷凍空調学会 次世代

冷媒に関する調査委員会） 

 
2.4.1.2 ISO、ASHRAE、UL、EU等の主な規格の概要 

以下に冷凍空調に関係する主な規格の概要を示す。（次世代冷媒・冷凍空調技術の基本性

能・最適化・評価手法および安全性・リスク評価 第 3部 次世代冷媒の規制・規格の調査 

WGⅢの進捗（（公社）日本冷凍空調学会 次世代冷媒に関する調査委員会）の一部内容を引

用） 

 
（1）ISO5149（Refrigerating systems and heat pumps） 

国際規格である ISO 5149は、現在、1993年版を改定した 2014 年版が発行されてい

る。冷凍システムの安全な設計、組み立て、設置、運用、廃棄のための規格であり、シ

ステム本体と周囲の環境条件を含めた規格となっている。下記に規格を構成する４つの

パートとその適用範囲、内容の概略を示す。  

パート１：設置位置、占有状態、システム形態等の分類とその基準および冷媒充填量
の制限 （パート１の分類および基準が、パート２～４の適用判断に用いられてい

る。）  

パート２：設計、組み立て、試験および表示と文書管理              

パート３：設置場所の要件、安全装置  

パート４：運転、保守、修理、回収、廃棄 
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（2）EPA SNAP/Clean Air Act 

冷凍設備に対する規制として、Clean Air Act（大気浄化法）の SNAP（Significant 

New Alternatives Policy (重要新規代替物質製作)）プログラムにより新規（代替）冷

媒を EPA（Environmental Protection Agency(米国環境保護局)）が許認可する制度があ

る。この規制は、用途毎に新規に採用される化学物質の使用を許可して登録する制度で

あり、冷媒は用途毎の許可が必要になる。 
2014年SNAPにおいて2点のルール変更がされ、温暖化抑制を目的に可燃性冷媒を用途

分野別に条件付きで受け入れることで進められている。 

 

（3）ISO 817（Designation and safety classification）、ASHRAE34（Designation 

and Safety Classification of Refrigerants） 

冷媒の安全性に関する規格としては、国際規格 ISO 817 “Refrigerants – 
Designation and safety classification” と ASHRAE(American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)（米国暖房冷凍空調学会））が発行

する ASHRAE Standard 34 “Designation and Safety Classification of 

Refrigerants”がある。いずれも燃焼性と毒性に関する安全性の基準を設けて，個別の

冷媒に対する冷媒番号の付与と安全等級の指定を行っている。この冷媒の安全性等級

が、冷凍空調機器およびシステム全体の安全性規格を適用する際の重要な基準となって
いる． 

 

（4）ASHRAE15（Safety Standard For Refrigeration Systems） 

ASHRAE15は、冷凍設備の安全設計、製造、設置および取り扱いを規定している。 

本規定の適用は以下のとおりである。 

 
 

 

 

 

 

（5）UL984 （UL Standard for Safety Hermetic Refrigerant Motor） 
7200V以下の空調・冷蔵装置で使用される密閉式冷媒用モーター、コンプレッサーに

対しての安全標準を定めている。 

適用範囲は以下のとおりである。 

 

 

 
 

 

 

 

 

（6）UL2182（UL Standard for Safety Refrigerants） 
冷媒の安全性評価と容器への表示について規定している。 

適用範囲は以下のとおりである。 

 

 

 

 
 

2.2 適用 

a. 定置型ヒートポンプを含む冷凍装置機器の設計、製造、試験、設置、取扱および検査 

b. 機能と性能の異なる部品や機構の交換を含む変更 
c. 異なる種類の冷媒への変更 

1適用範囲 

1.1 この規格は、空調・冷蔵装置で使用するための機器に適用される基準に準拠して

７200V以下、及びハーメチック冷媒電動コンプレッサー（以下、電動コンプレッサ

ともいう）に適用される。 

1.2 この規格は、モーター保護システムを備えているモーター、コンプレッサーのみ

適用される。 

https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=UL%202182&item_s_key=00225596
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=UL%202182&item_s_key=00225596
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（7）UL 60335-2-40（Standard for Household And Similar Electrical Appliances–

Safety） 

北米における空調機器、冷凍冷蔵機器の電気安全の規格である。 

 

（8）UL 60335-2-89（Household and Similar Electrical Appliances–Safety） 

冷媒ユニットやモーター・コンプレッサーが組み込まれた、あるいは遠隔操作される
業務用冷蔵機器や製氷機の安全要求事項が記載されている。同規格は同一機器に関する

カナダ規格協会（CSA）の60335-2-89の規格を取り入れたものである。 

 

（9）PED 

冷凍設備関係の主な指令（Directive）として、PED（Pressure Equipment 

Deirective（圧力容器指令））が挙げられる。このPEDは、圧縮機、配管、安全アクセ
サリ（高圧遮断装置、安全弁等）等、広範囲の規制となっている。 

この指令による加盟国の法制上の整合は、PED附属書Ⅰに規定されているESR

（Essential SafetyRequirements（基本的安全要求事項））に限定されている。この

ESRは所謂性能基準となっており、整合EN規格に適合した製品はESRに適合したものとみ

なされる。 

 
（10）EN 378（Refrigerating systems and heat pumps） 

冷凍システム及びヒートポンプ－安全性及び環境要求事項を定めている。、EUでの各

種指令へ適合させる。 

EN378の安全要求事項をを遵守することによりすべてのEU指令に関する標準類と書類

管理を適合させる。 

 
(11)IEC 60335-2-40 （Household and similar electrical appliances–Safety） 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性のための仕様であり、電気ヒートポンプ、

エアコン及び除湿機の個別要求事項がある。 

 

(12)IEC 60335-2-89 （Household and similar electrical appliances–Safety） 

一体型もしくは別置型コンデンシングユニットもしくはコンプレッサによる業務用冷
凍冷蔵設備における要求事項を規定している。 

 

 

1適用範囲 

1.1この規格は、冷媒を評価し、冷媒の可燃性の程度に応じて、そのコンテナをマークす

るために、テスト手順やメソッドが含まれている。 

1.2この規格で覆われた冷媒は、空調用冷凍装置での使用を意図されたものを対象として

いる。 

1.3この規格でカバーされる冷媒は以下のどちらかに充填され出荷されるものである。 

A）DOTでの液体またはガス（または原産の特定の国における同等の仕様）用のコンテ

ナ、または 

B）DOTでの液化ガス（または原産の特定の国における同等の仕様）用コンテナ 

この規格は、冷媒を保持するコンテナを調査するための要件は含まれていない。 
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2.4.2 欧米諸国における法規制状況 

  

2.4.2.1 調査概要 

 本委員会委員の同意の下、2.4.2.2に示す調査内容について調査することになり、世界

的に冷媒ガスの製造、販売等を行っている、２社（三井・ケマーズ フロロプロダクツ

(株)（以下、｢ケマーズ｣という。）、日本ハネウェル(株)（以下、｢Honeywell｣とい
う。）から、欧米諸国の当該調査内容に関する情報をご提供いただいた。2.4.2.3に調査

結果として、いただいた情報の概要を示す。 

 

2.4.2.2 調査内容 

(1)レトロフィット実施が進んでいる国はどこか。 

(2)レトロフィットに係る当該国の法体系とその規制にはどのようなものがあるか。 
(3)レトロフィットを行う実施対象の機器は何か。 

(4)海外での実施状況はどうか。 

①何の代替フロンから低 GWPフロンへのレトロフィットが多くあるか。 

②レトロフィットを行う上で部分品の交換は生じるか。生じる場合どのような部品を

交換するか。 

③レトロフィット後の表示方法 
④レトロフィットを行った後、その冷凍設備の責任はユーザーなのかレトロフィット

を行った機器製造者か誰なのか。 

⑤レトロフィットの実施方法（回収装置 or回収容器にて回収） 

⑥レトロフィット実施後の事故について 

 

2.4.2.3 調査結果 
 本調査結果は、各社の海外事業所の情報をもとにまとめたものである。 

 2.4.2.2に対応する形で、以下に調査結果を示す。 

 

(1)レトロフィット実施が進んでいる国はどこか。 

レトロフィットが特に進んでいる国として、スペイン、フランス、米国・メキシコ、

カナダ等が挙げられる。 
選定理由としては、同一の規則・標準類に準拠しており、レトロフィットの実施例が

多く（設置台数が多い、用途分野が多い）、特に業務用冷蔵・冷凍ショーケースの市場

が大きく R404A等の GWPの大きい冷媒の実施が多い。 

 

(2)レトロフィットに係る当該国の法体系とその規制にはどのようなものがあるか。 

（主な規制のみ記載） 

【米国】 

EPA（Environmental Protection Agency米国環境保護局） 

SNAP（Significant New Alternatives Policy） 

ASHRAE STD15 
UL 60335-2-40 

UL 60335-2-89 

【欧州】 

PED（Pressure Equipment Directive） 

IEC 60335-2-40 

IEC 60335-2-89 
EN378 

＊米国及び欧州の規制体系の構造は図 1、図 2に示す。 

 



 

41 
 

 

 
 

図１ 米国の規制体系の構造 
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図２ EUの規制体系の構成構造 
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（3)レトロフィットを行う実施対象の機器は何か。（主な機器のみ記載） 

①コンデンシングユニット 

（別置形・内臓形）、（車載用） 
②ターボ冷凍機 

③業務用冷蔵・冷凍ショーケース 

③製氷機 

 
（4)海外での実施状況はどうか。 

①何の代替フロンから低 GWPフロンへのレトロフィットが多くあるか。 

 
a.コンデンシングユニット 

（別置形・内臓形） 

 現使用冷媒 レトロフィット対応冷媒 

冷媒ガス種 R-404A R-449A・R-448A 

 R-134a R-513A 

（車載用） 

 現使用冷媒 レトロフィット対応冷媒 

冷媒ガス種 R-404A R-452A 

 R-134a R-513A 

 

b.ターボ冷凍機 

 現使用冷媒 レトロフィット対応冷媒 

冷媒ガス種 R-134a R-513A 

 R-123 R-514A 

 
c.製氷機 

 現使用冷媒 レトロフィット対応冷媒 

冷媒ガス種 R-134a R-1234yf・R-513A 
 

 

②レトロフィットを行う上で部分品の交換は生じるか。生じる場合どのような部品を交 
換するか。 

機器メーカーのレトロフィットガイドでは、以下消耗品、部品の交換の記載がある。 

a.冷凍機油 

基本的に HFC用冷凍機油は HFO系でも使用可能だが冷凍機油メーカーから冷媒ごとに

推奨品が出されている。 

b.シール材 
一部材料適合性が悪いものがあるので、該当すれば別素材のものへ交換する。 

c.熱交換器 

冷凍能力を出すために使用温度により交換する場合あり 

d.その他 

EN378-4では、レトロフィットの実施においてフィルター、オイルフィルター、乾燥

剤、リリーフ弁交換について明記されている。 
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③レトロフィット後の表示方法 

【米国】 

レトロフィット後入れ替えた冷媒名への変更を行う。 

（ASHRAE STD15で規定）その際、入れ替え後の冷媒組成が R番号の冷媒組成となって

いるか圧力と組成分析で確認する。 
以降、メンテ業者が冷媒種を間違わないよう表示する。（ASHRAE STD15 7.5.1.8、9.15、

11.2.3を参照） 

 

【欧州】 

PED等の要求事項にある。 

（PED Article 18、 Article 19 PED guideline C-19、 E-03、 E-05、 F-02、 F-
03、 H-03、 H-07、 H-12、H-16、 H-17、 I-16を参照） 

 

 

④レトロフィットを行った後、その冷凍設備の責任はユーザーなのかレトロフィットを

行った機器製造者か誰なのか。 

責任分担や作業体制等について、以下に示す。 

【米国】 

a.レトロフィットを行う場合の体制 

一般的にはスーパーの施設責任者がレトロフィットをリードしており、その指示に

従い工事業者がレトロフィットを実施し、施工後の作動確認まで行っている。 
機器更新や部品交換を伴う場合は、エンジニアリング会社が適切な機器を能力等から

選定し、よく訓練された工事業者によって施工される。 

 

b.レトロフィットを行う場合の確認 

○施工者は冷媒メーカーまたは OEM(Original EquipmentManufacturing)のレトロフ

ィットガイドに従う必要がある。 
○ガイドに従い、冷媒を変えた場合同じ機器構成で問題ないか検証する。 

○冷凍機油が同じものを使用可能か交換が必要かを判断する。 

（施工者➞OEMおよび/または冷凍機油メーカー） 

○場合によっては、シール材の適合性も確認する。 

○冷媒入れ替えを実施する。 

○入れ替えた冷媒で最適運転となるよう圧力、スーパーヒート、サブクール、温度
勾配などを考慮して調整し設定、作動確認します。 

 

c.レトロフィット対象機器・部品の選定はどのように進めるのか。 

基本的には機器 OEM、部品メーカーの承認の有無およびフィールドでの実施例など

をもとに最適冷媒を確認する。 

 
【欧州】 

a.レトロフィットの実施体制はどのようになっているか。 

小型店舗では、機器メンテ業者または機器の専門家が店主と相談し、レトロフィッ

トを施工する。チェーンストアの場合、フランスの Lidlや Carrefourの場合、メンテ

の元受け会社（施工業者である場合が多い）と自社の技術部門とが全国規模でどのよ

うな計画で進めるか相談して決定される。Fガス規制での低 GWP化の責任は管理者が
負っている。 

メンテ業者、施工業者は機器サイズによりメンテ実施の間隔が決まっているため、

その時期に合わせて実施する。 
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b.レトロフィット後の保証はどのようになっているか。 

PED/Machine Directiveにケースごとに規定があるが、施工業者または専門家が責

任を持って実施・検証する。専門家が Compressor OEMの場合、レトロフィットガイド

に沿って実施されている限り保証される。それ以外の部品について保証はない。 
 

ｃ.レトロフィット対象機器・部品の選定はどのように進めるか。 

Fガス規制により機器 OEM、 部品メーカーは、低 GWP冷媒の評価をし低 GWP化への 

準備をする。 

一般的に設置後 10年くらいまでにレトロフィットされており、30年の機器は機 

器更新されているようです。その間は管理者と施工業者や専門家に相談する。 
 

補足）Fガス規制 

欧州における冷凍設備の規制であり、この規制は京都議定書中の HFC（ハイドロ 

カーボン）PFC（パーフルオロカーボン）、SF6（六フッ化硫黄）を Fガス（日本で 

は代替フロン等 3ガス）と呼び、このガスの放出を防止することに主眼が置かれ 

ているもの。 

 

⑤レトロフィットの実施方法（回収装置 or回収容器にて回収） 

ケマーズの場合は、参考資料 2、3を参照 

Honeywellの場合は、2.3.3.2を参照 
 

⑥レトロフィット実施後の事故について 

米国及び欧州ともに、冷媒ガスメーカーにはレトロフィット実施後の事故の報告は

なかった。 

 

 
2.4.2.4 海外のレトロフィット作業状況 

 レトロフィット作業の事例紹介について、以下のとおり例を示す。 

 

(1)ケマーズの例 

添付資料 2のレトロフィットガイドを参照。 
 

(2)Honeywellの例 

添付資料 3のレトロフィットの事例を参照。 

 

2.4.2.5 各社のレトロフィットガイドライン状況 

 
各社、レトロフィットの事前準備、作業方法や注意点、推奨交換品などをレトロフィット

ガイドや動画などを配信し情報提供している。 

 レトロフィットガイドについては、添付資料 4、5、6を参照のこと。 

 （レトロフィットガイドの中には圧縮機メーカー（EMERSON、TECUMSEH）も含まれてい

る。） 

 また、Honeywellよりレトロフィットの手順等が動画にて配信（YouTube）されている。以
下タイトルを検索すれば準備と作業それぞれのパートで確認できる。 

 

・ハネウェル ソルスティス N40（R-448A）冷媒 - スーパーマーケット冷媒レトロフィット 

準備 パート 1（日本語訳版） 
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・ハネウェル ソルスティス N40（R-448A）冷媒 - スーパーマーケット冷媒レトロフィット 

準備 パート 2（日本語訳版） 

 

・ハネウェル ソルスティス N40（R-448A）冷媒 - スーパーマーケット冷媒レトロフィット

作業 パート 1 

 
・ハネウェル ソルスティス N40（R-448A）冷媒 - スーパーマーケット冷媒レトロフィット

作業 パート 2 

 

 

2.4.3 まとめ 

 レトロフィットに係る海外調査の結果、実施が進んでいる 3ヶ国としては、実施例が多く
冷凍設備の設置台数も多い米国と欧州（スペイン・フランス）が挙げられる。しかし、3ヶ

国以外においても中国、カナダ等においてもレトロフィットが進んでいる。 

 主要 3ヶ国でレトロフィットが多く行われている設備としては、コンデンシングユニッ

ト、ターボ冷凍機、業務用冷蔵・冷凍ショーケースがあり、日本において今後、レトロフィ

ットを行う設備として対象にしている設備と同様であった。 

 本委員会でのレトロフィットの対象設備以外のものにおいても、R404A、R-134aから
R448A、R449A等へのレトロフィットを行った実績が多くあった。交換部品（冷凍機油、シ

ール材）については使用頻度や劣化状況、相容性から判断し、交換する場合がある。 

 表示については、メンテ業者が冷媒種を間違いないよう冷媒ガス名等を表示している。 

 レトロフィットによる責任分担については、米国及び欧州ともに、明確な責任分担はない

が、EUにおいてはレトロフィットガイドに沿って行った場合にはその機器が保証されるな

どの仕組みはある。レトロフィット後の事故の報告は米国、欧州ともに報告なしであった。 
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2.5 レトロフィットを実施する際の課題の整理  

 

2.5.１ 現行規制の課題の整理 

現行の規制において、ガスの種類を変更した場合には、第一種製造者にあっては変更許可

申請、第二種製造者にあっては変更届出申請が必要となり、その際に技術上の基準として耐

圧性能の確認が必要となる。また、ガスの種類の変更に伴う機器の組み立てを行った者は、
機器製造業者に該当すると考えられるため、第 1種製造者、第 2種製造者及びその他製造の

全ての設備に対し、機器製造業者に係る技術上の基準がかかってくる。 

具体的には、冷凍則第 64条の技術上の基準を遵守する必要があり、特に第 64条第 2号

（耐圧・気密試験）並びに第 1号及び第 4号（強度の確認）を確認することが課題となる。 

これらを踏まえ、本委員会では、次の３つの技術上の遵守事項を確認する際にレトロフィ

ット実施する際の課題となるものがないかについて検討した。 
 ・気密試験に合格するものであること。 

・耐圧試験に合格するものであること。 

 ・最大応力に対し安全な強度を有すること 

 

冷凍則第 64条 

一 (略) 

イ(略） 

ロ 容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有

しなければならない。 

ハ ～ ル（略） 

二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の

部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適

切な耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二

五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）に合格するものであるこ

と。ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した

場合は、この限りでない。 

三 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 

四 機器（第一号に掲げる容器を除く。）の材料及び構造は、当該機器が前二号の基準に適

合することとなるものであること。 

 
(1)｢気密試験」に係る検討 

気密試験については、冷媒を入れ替えた際に必要な確認行為であり、技術基準通り実施

できるので、レトロフィットを実施するに当たって特に支障のないものと判断した。 

 

(2)｢耐圧試験｣に係る検討 

耐圧試験については、原則、レトロフィットを行おうとする際に、設計圧力の 1.5倍
以上の液体圧力により耐圧性能の再確認を行うことが理想ではあるが、既に据え付けら

れた冷凍設備に適用しようとした場合、技術基準通り実施することが困難なケースが存

在することが判った（設備に異なる圧力区分（低圧部・高圧部）があり、圧力区分ごと

の試験の実施ができない場合、構造的に耐圧試験で使用した液体を排出できない場合

等）。これらについては、設備製作時の耐圧証明書等を活用することで実際に耐圧試験

を実施することなく耐圧性能を確認する方法がないかということを課題として検討する
こととした。具体的な検討内容ついては、2.5.2に記載する。 
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(3)｢強度｣に係る検討 

強度の確認については、製作時の強度計算書に新たにレトロフィットする冷媒ガスの

飽和蒸気圧（設計圧力）をあてはめ、再計算することで、必要厚さを確保できているか

確認できることから技術基準通り実施できるものと思われる。しかし、製作時の計算書

がないもの、設置後の経年変化を考慮すべき設備がありうることから、これらを課題と

して検討することとした。具体的な検討内容については、2.5.2に記載する。 
 

 

2.5.2 委員会での審議内容 

 

(1)第 2回委員会での審議内容 

a.耐圧試験に代わる方法案について 
第 2回委員会において、耐圧試験に代わる方法案を提示した。その内容としてレト

ロフィットする設備の製作時の耐圧性能の確認、目視検査による確認、目視検査で異

常がある場合は非破壊試験による確認を行うことを提案した。耐圧性能の確認方法と

しては、部分品製作時の耐圧証明書を求めることとした。耐圧証明書を求める理由と

しては、耐圧証明書をもとにレトロフィット後の設計圧力（物性の違いによる飽和圧

力の変化）の 1.5倍（耐圧試験）以上か未満の数値かを証明書の耐圧試験圧力値で確
認し、1.5倍以上の場合は耐圧性能を確保していると判断するためである。 

 

b.強度の確認 

a.の耐圧証明書でレトロフィット後の設計圧力の 1.5倍未満の場合は、既設の部分

品がレトロフィット後でも最小肉厚を確保できるかどうかについて、強度計算書で冷

凍則関係例示基準第 23節に定める肉厚算定式に、変更後の設計圧力をあてはめ、変更
後も部分品の必要厚さを確保できているかどうかについて確認することとした。その

場合、レトロフィット作業を行う者で強度計算できればよいが、強度計算が困難な事

業者に対しては機器メーカーの協力のもと、強度計算をしていただくことで業界の了

解は得た。しかし、レトロフィット事業者が、機器メーカーで物性を判断できない冷

媒への変更は対応できないとのことであった。 

また、委員より設計強度確認試験を行った部分品についての取り扱いはどうなるか
というコメントがあり、その場合には機器メーカーに問い合わせ、本試験圧力を確認

することとし、設計強度確認試験の結果を流用できると考えられるが、その判断は本

委員会では見送りとしつつも、前向きに検討することで委員の了解を得た。 

 

(2)第 3回委員会での審議内容 

第 3回委員会では、第 2回委員会での事務局案に対し、主に以下のコメントがあった。 
a.耐圧試験に代わる方法案は例示基準と異なる方法である。 

b.耐圧試験圧力が変更後の設計圧力の 1.5倍以上であることを要求すべきである。 

c.機器製造業者は、｢耐圧試験｣｢強度の確認｣両方の基準がかかる。 

d.レトロフィット後の設計圧力が、設置当時の設計圧力より同等以下であれば耐圧試

験を免除できるのではない。 

e.レトロフィットを実施するにあたり、冷媒ガスメーカ－、機器メーカー、KHKでガイ
ラインなどの作成が必要ではないか。 

上記コメントを踏まえて、第 3回目では耐圧性能の確認方法について、耐圧試験圧

力が変更後の設計圧力の 1.5倍未満の場合はレトロフィットができないこととした。 

しかし、上記案に対しては委員よりレトロフィットできる冷媒ガス種や設備が限定

され、数多く流通しているコンデンシングユニットなどへのレトロフィットの普及の

阻害になるではないかとのコメントがあった。 
また、強度の確認については、機器製造業者（レトロフィット事業者）が遵守しな
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ければならない事項であるが、レトロフィットに伴い交換する部分品に対しては強度

の確認はできるが、交換しない部分品に対しての強度の確認方法については、機器メ

ーカーの協力は不可欠である。そこで、再度、委員より業界に対して強度計算書によ

る強度の確認を依頼したところ、時間はかかるが可能であるとの回答があった。 

また、委員より冷凍則適用容器の板厚については、規格品の中から必要厚さ以上の

ものを選定するため、設計圧力に対して十分余裕があり実態上、問題ないとのコメン
トもあった。 

最後に委員長より“冷凍則は必ずしもレトロフィットを想定した作りとなっていな

いと思われ、現時点では冷凍則上の不整合が生じてしまうかもしれないが、ガイドラ

インにレトロフィットを行う上での確認方法（強度計算等）を規定し、ガイドライン

に従ってレトロフィットを行うことが現実的ではないか”とのコメントがあり、事務

局としては、レトロフィットを安全に、かつ、円滑に進めるためのガイドラインの作
成するために必要となる｢耐圧試験に合格するものであること｣、｢強度の確認｣等の課

題への対応策の精査を行うとともにガイドラインに記載すべき内容について取り纏め

ることとした。 
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2.6 レトロフィット実施に係るガイドラインの作成について 

  

 レトロフィット事業所が法令を遵守し、安全かつ円滑に作業が行えるようガイドライン

を策定することとする。 

 

2.6.1 ガイドラインに規定すべき事項 
 

（1）冷媒ガスの入替方法別の検討（レトロフィット、単なる冷媒ガスの入れ替え） 

（2）レトロフィットを行う冷媒ガス種の指定（不活性ガス＊のフルオロカーボンに限定

する等）＊特定不活性ガスを含む 

（3）レトロフィット実施可能な使用年数の上限の目安の検討（冷媒ガスメーカー、機器

メーカー等の推奨値等による。） 
（4）レトロフィットの作業前に必要な行政手続き及び書類（変更許可・届出に係る資料

等） 

（5）レトロフィットの作業内容 

（6）レトロフィットの作業後の確認事項 

 

2.6.2 実施すべき課題 
 

（1）耐圧試験に代わる方法 

（2）部分品の強度の確認方法 

（3）適用除外への展開 

（4）行政への手続き（デジタル申請含む。） 

（5）その他製造への安全要求（単なる冷媒ガス種の入れ替えへの対応） 
（6）レトロフィット後の表示方法 

 

2.6.3 本委員会での検討内容 

  

2.6.3.1 耐圧試験に代わる方法案 

 本内容は、委員会にて審議した事項であるが、内容については更に精査する必要がある
ことから現段階での事務局案として示す。内容については今後、内容を精査しガイドライ

ンに移行予定である。 

 

（1）｢耐圧試験に合格するものであること｣の方法案 

①製作時の耐圧性能確認 

 冷媒変更に伴い、製作時の設計のままで問題がないかについて、製作時の耐圧証
明書（耐圧試験圧力が分かるもの）を用いて検証する。 

具体的には、耐圧証明書を確認し、耐圧試験圧力が変更後の設計圧力の 1.5倍以

上となるときには、製作時の設計のままで問題がないこととし、更に目視検査、非

破壊検査による確認データ等を確認し（以下「目視等による確認」という。）、問題

がない場合には「耐圧試験に合格するもの」とみなすものとする。ただし、設計圧

力が下がる場合には製作時の耐圧証明確認は不要とし、目視等による確認のみで
「耐圧試験に合格するもの」とみなすものする。 

なお、製作時の耐圧試験圧力が変更後の設計圧力の 1.5倍未満となるときは、原

則としてレトロフィット時に改めて耐圧試験の実施を求めるものとするが、変更後

の冷媒ガスの設計圧力の増加が極めて小さいものであって、改めて耐圧試験をする

までもないと判断される場合の要件等について議論することとし、耐圧試験を実施

することなく耐圧性能を確認する方法について検討したい。 
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② 目視検査による確認 

 外面及び内面（冷媒ガス等により腐食その他の異常を生ずるおそれがない場合には

内面の目視検査は省略することが出来る。）の目視検査により、設備に有害な減肉・損

傷が生じていないことを確認する。 

また、これまでの保安検査、定期自主検査等の記録（目視検査、分解点検等）及び

冷媒の充てん履歴の記録があれば、こちらも併せて活用する。 
 

 

③ 非破壊試験による確認 

 目視検査による確認の結果、設備に有害な減肉・損傷が生じているおそれがある場

合には、非破壊試験により健全性を確認する。 

 
 

以下、表 2－13に確認項目について示す。 

（第 1種製造者、第 2種製造者、その他製造を対象とする。ただし、指定設備・ユニッ

ト形を除く。） 

表 2-13 確認項目 

検査項目 方法 懸念事項 

製作時の耐圧

性能確認 
 

製作時の耐圧証明書（耐圧試験圧力がわ

かるもの）を確認し、耐圧試験圧力が、
変更後の設計圧力の 1.5倍以上であると

きには、耐圧性能を確保していると判断

する。（設計圧力が下がる場合は確認不

要） 

※1.5倍未満であるときには、原則として

に改めて耐圧試験を求めるものとする
が、変更後の冷媒ガスの設計圧力の増加

が極めて小さいものであって、改めて耐

圧試験をするまでもないと判断される場

合あり（条件等要検討） 

 

・耐圧証明書等が保管さ

れているかどうか。 
・耐圧証明書等がない場

合の対処方法 

 

目視検査 

 

これまでの保安検査、定期自主検査等の

記録があれば、それらを活用しながら、

外面と内面について目視検査を行う。 

外面検査：設備全体について、減肉・劣
化がないことを確認する。なお、外部が

断熱材等で被覆され目視により確認でき

ない場合は、断熱材に劣化、損傷がない

か確認する。なお、断熱材に劣化・損傷

を確認した場合には、断熱材を取り外し

て目視検査を行い、減肉・損傷がないこ
とを確認する。 

 

内面検査：冷媒ガス等により腐食その他

異常を生ずるおそれがないものについて

は省略できる。 

 
【判定】外面又は内面の目視で、有害な
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減肉・損傷が認められる場合は、不合格

とする。 

非破壊試験 

 

・目視検査により有害な減肉・損傷を確

認した場合には、非破壊試験を行い、健

全性の確認を行う。 

 

【判定】非破壊試験により、有害な割

れ、欠陥がある場合、又は必要厚さを確
保していない場合には、不合格とする。 

 

 

 
（2）｢強度の確認｣の方法案 

本内容は、委員会にて審議した事項であるが、内容については更に精査する必要がある

ことから現段階での事務局案として示す。内容については今後、内容を精査しガイドライ

ンに移行予定である。 

 

①強度計算書での確認 
 製作時の強度計算書がある場合には例示基準 23.に定める算定式に変更後の冷媒ガス

の設計圧力を当てはめ、変更後も必要厚さを確保しているか確認する。なお、レトロフ

ィット事業者が機器メーカーでない場合や製作時の強度計算書がない場合には、レトロ

フィット事業者は機器メーカーに問い合わせ、変更後の冷媒ガスでも、必要厚さを確保

しているか確認する。 

いずれの場合においても、レトロフィット事業者が強度に関する確認書を発行する。 

以降、業界からの提供により、強度計算例を示しているが、企業秘密の部分もあるため、

内容は非公開とする。 

 

強度計算の結果、レトロフィット実施後でも、実使用材料において最小板厚の基準は

クリアできているとの結果であった。 

 

（配管、弁、継手等） 

 配管、弁類等については、以下の例示基準の式により計算される。参考までに記載
する。 

 

 

例示基準 

条項  

第２３節 

容器及び配管の強
度等 

（規則関係条項：

第６４条第１号、

第４号） 

（配管、弁、継手等の最小厚さ等） 

23.11 冷媒ガスの配管、熱交換器で管により構成されるもの、
弁、継手等の最小厚さ等は次の各号による。 

23.11.1 配管の厚さ 冷媒ガスの配管、熱交換器で管により構成

されるものに係る管、胴の内径が 160㎜以下の容器、その他冷媒

ガスの圧力が加わる管（圧縮機及びポンプに係る部分を除き、以

下これらを「配管」という。）の厚さは、(1)から(4)までに規定

する最小厚さ（許容差は 23.6.5の規定による。）に(5)に規定す
る腐れしろを加えた厚さ以上の厚さとすること。 

(1) 内面に圧力を受ける配管 内面に圧力を受ける配管の最小厚

さは、23.6.1の規定による。ただし、外径 26㎜以下の管で構成

される熱交換器及びこれに類するものについては 23.12の規定に
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よることができる。 

(2) 外面に圧力を受ける配管 外面に圧力を受ける配管の最小厚

さは、23.6.2の規定による。 

(3) 配管のねじ部 配管の端部にねじを設ける場合のねじ部の最
小厚さは、23.6.3の規定による。 

(4) 曲げ加工をする配管 配管を曲げ加工するものにあっては、

その最小厚さは、23.6.4の規定によ 

る。ただし、熱交換器及びこれに類するもので、外径 26 ㎜以下

の管で構成されるものについては 

23.12の規定によることができる。 
(5) 配管の腐れしろ 配管の腐れしろは、23.6柱書の規定によ

る。 

23.11.2 配管用管継手の強度 配管用管継手の強度は次による。 

(1) 配管に係る管継手（ねじ込み継手、ろう付け継手並びに溶接

用鋼製管継手に限る｡)の強度は 23.7による。 

(2) 配管に使用するフランジの強度については、23.4の規定によ
る。 

(3) フレア管継手は、外径 20 ㎜以下の管に限り使用できるもの

とし、JIS B 8607(2002)冷媒用フレア及びろう付け管継手の規格

に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。 

23.11.3 止め弁等 止め弁等の種類、規格及び強度は次による。 

(1) 止め弁には仕切弁及びコックを使用しないこと。 
(2) アンモニア冷凍装置に用いる止め弁は、JIS B 8605(2002)冷

媒用止め弁の規格に適合するもの又はこれと同等以上のものを使

用すること。 

(3) 止め弁、自動制御弁等の弁の耐圧部分の強さは、23.12に規

定する方法により、設計強度の確認を行うものとする。また、フ

ランジを有するものにあっては、各フランジに実際のフランジを
使用する場合と近似の状態でボルト締めをして試験し、フランジ

部の強さもあわせて確認するものとする。 

23.11.4可撓管 可撓管の構造等は次による。 

(1) 可撓管（ブレード付き金属ベロー管、ブレードなし金属ベロ

ー管、ゴム管等可撓性の大きな管）は、当該可撓管を使用する冷

媒設備の設計圧力の 1.2倍以上の圧力で気密試験を行い、漏れ、
異常な変形がなく、かつ、極端に大きなひずみが残留しないこ

と。 

(2) ろう付け部の最小はまり込み深さ及び隙間は、23.7(2)の規

定によること。 

(3) ゴム管は、著しく膨潤又は劣化したとき交換できる構造であ

ること。 
(4) 管の呼び径が 50㎜を超える管に使用する可撓管は、フラン

ジ継手を使用し、取外しできる構造であること。 
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 23.6.1 内面に圧力を受ける管（23.6.4(1)に規定するものを除

く｡) 

 
 

 

②強度計算結果について 
 冷凍設備の容器での計算例のとおり、R404Aを R448A、R449A等に変更し設計圧力が変更

となったとしても、最小板厚への影響は小さいことから、実際に使用している板厚における

許容範囲内となっている結果となっている。 

 よって、実際の部分品については強度の確認については十分な強度が確保されていると考

える。 
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2.7 特定不活性ガスに係る規定の改正・整備 

 

本委託事業において、現行法上、僅かに燃焼性を示す低 GWP冷媒は、不活性ガスの一

部である特定不活性ガスとしての分類から燃焼性に応じて可燃性ガス、特定不活性ガ

ス、不活性ガスと同列扱いと変更する場合に必要な規定の改正・整備に係る提言を行う
こととする。 

 

2.7.1 現行規制の整理 

平成 28 年 11 月に、地球温暖化防止対策の一環として地球温暖化係数の低い新たな冷

媒の普及を促進するため冷凍保安規則第 2条等の用語の定義の改正が行われた。その内容

はフルオロカーボンのうち、フルオロオレフィン 1234yf、フルオロオレフィン 1234ze及
びフルオロカーボン 32 の 3 種を不活性ガスの中の「特定不活性ガス」として掲名するも

のであった。 

その後、令和 3年 4月に、今後、地球温暖化係数の低いガスの開発、使用されていくこ

とが予想され、諸外国で既に使用されている定量的判定方法を参考に、掲名から定量的な

判定方法による規程（性能規定化）に改められた。 

冷凍則の新旧は表 1のとおりである。なお、現行の冷凍則においてもフルオロオレフィ
ン 1234yf、フルオロオレフィン 1234ze 及びフルオロカーボン 32 は特定不活性ガスとし

て取り扱われる。 

参考として、表 2-14、2-15、2-16に改正内容を示す。 

 

表 2-14 冷凍則改正の新旧対照表 

（下線部が改正箇所） 

令和 3年 4月～ 平成 28年 11月～令和 3年 4月 

第二条 この規則において次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 可燃性ガス アンモニア、イソブタ

ン、エタン、エチレン、クロルメチ

ル、水素、ノルマルブタン、プロパ
ン、プロピレン及びその他のガスであ

つて次のイ又はロに該当するもの（フ

ルオロカーボンであつて経済産業大臣

が定めるものを除く。） 

 

イ及びロ  （略） 
 

二 （略） 

三 不活性ガス ヘリウム、ネオン、ア

ルゴン、クリプトン、キセノン、ラド

ン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカ

ーボン（可燃性ガスを除く。） 
三の二 特定不活性ガス 不活性ガスの

うち、フルオロカーボンであつて、温度

六十五度、圧力零パスカルにおいて着火

したときに火炎伝ぱを発生させるもの 

 

第二条 この規則において次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 可燃性ガス アンモニア、イソブタ

ン、エタン、エチレン、クロルメチル、

水素、ノルマルブタン、プロパン、プロ
ピレン及びその他のガスであつて次の

イ又はロに該当するもの（フルオロオ

レフィン千二百三十四ｙｆ及びフルオ

ロオレフィン千二百三十四ｚｅを除

く。） 

イ及びロ  （略）  
 

二 （略） 

三 不活性ガス ヘリウム、ネオン、アル

ゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、

窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボ

ン（可燃性ガスを除く。） 
三の二 特定不活性ガス 不活性ガスの

うち、次に掲げるもの 

イ フルオロオレフィン千二百三十四 yf 

ロ フルオロオレフィン千二百三十四 ze 

ハ フルオロカーボン三十二 
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当該冷凍則改正に伴い、『製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する

技術基準の細目を定める告示』（製造細目告示）及び『高圧ガス保安法及び関係政省令等

の運用及び解釈について』についても、表 2-15、表 2-16のとおり改正されている。 

これらの冷凍則・告示の内容を踏まえ、KHKで作成した冷媒ガスの判定フローは図 3の

とおりである。 

 
表 2-15 製造細目告示の改正に係る新旧対照表 

 

令和 3年 4月～ 平成 28年 11月～令和 3年 4月 

（可燃性ガスから除外されるガス又は難燃

性を有するガス） 

第一条 容器保安規則（昭和四十一年通商産

業省令第五十号）第二条第二十九号、冷凍保

安規則（昭和四十一年通商産業省令五十一
号）第二条第一項第一号、一般高圧ガス保安

規則（昭和四十一年通商産業省令第五十三

号）第二条第一項第一号及び第百一条第二号

並びにコンビナート等保安規則（昭和六十一

年通商産業省令第八十八号）第二条第一号の

経済産業大臣が定めるものは、次に掲げる基
準のいずれにも適合するフルオロカーボン

とする。 

 一 爆発限界の下限が、三．五パーセント

を超えること 

 二 燃焼熱が一万九千キロジュール毎キ

ログラム未満であること 
 三 温度二十三度、圧力零パスカルにおけ

る試験時に最大燃焼速度が十センチメ

ートル毎秒以下であること 

 

 

第一条 削除 

 

 

表 2-16 高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）の改正 

 

下記が追加されている。 

令和 3年 4月～ 

（５）冷凍保安規則の運用及び解釈について 

第２条関係 
（１）第１項第１号中爆発限界について 

① フルオロカーボン等（分子中にハロゲンと炭素の結合を有するガス又は分子中にハロゲ

ンと炭素の結合を有するガスと他のガス（空気又は酸素を除く。）を混合したガス）の爆

発限界にあたっては、EN1839 (2017) 4.3（Method B）に示される球形の密閉容器を用い

る測定方法を参考とし、燃焼による圧力変化によって爆発の有無を判定する。爆発濃度

があるフルオロカーボン等の場合は、爆発限界の下限濃度で試験を３回行い、いずれも
爆発しないことを確認すること。一方、爆発濃度がないフルオロカーボン等の場合は、

各濃度で試験を１回ずつ行い、いずれも爆発しないことを確認すること。なお、測定に

当たっては、次の（イ）～（チ）に掲げる条件により実施すること。 

（イ）温度 23.0±0.5℃ 

（ロ）絶対圧力 101.3±0.7kPa 
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（ハ）測定に使用する空気の湿度は、１) 及び２)の条件によることとし、爆発下限界にあ

っては低い結果が得られた方を、爆発上限界にあっては高い結果が得られたほうを採用

する。 

１）乾燥空気（絶対湿度 0.15 g/kg 未満） 
２）温度 23℃、絶対圧力 101.3kPa における相対湿度 50％相当の湿度（絶対湿度 8.8±

0.5g/kg） 

（ニ）混合ガスの組成は、公差範囲内で最も燃えやすい組成とする。 

（ホ）試験ガス濃度の刻み幅は、0.5 又は 1%とする。 

（ヘ）密閉容器は、内容積 5L 以上であって 0.8MPa 以下で作動する安全弁を有するもの。 

（ト）着火源は、電極材料にステンレス又はタングステン、電圧 15kV、短絡電流 30mAとし
て火花放電による方法とする。 

（チ）測定装置の健全性の確認には、フルオロオレフィン 1234ｙｆ又はフルオロカーボン

32 の爆発濃度の文献値を確認すること。 

② フルオロカーボン等以外の爆発限界については、EN 1839 (2017) 4.2（Method T）に示

される円筒形開放容器を用いる測定及び判定方法または EN 1839 (2017) 4.3（Method B）

に示される球形の密閉容器を用いる測定及び判定方法を参考とし、次の（イ）～（ハ）に
掲げる条件により実施すること。ただし、既知のガスについては、必ずしも測定し直す

必要はないが、今後測定する場合の標準として推奨する。 

（イ）温度 23.0±0.5℃ 

（ロ）絶対圧力 101.3±0.7kPa 

（ハ）絶対湿度 0.15g/kg 未満 

（２）第１項第３号の２中火炎伝ぱについて 
ISO 817(2014)に示される方法を標準とし、次の①～③に掲げる条件により実施するこ

と。ただし、製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細

目を定める告示（昭和 50 年通商産業告示第 291 号）第１条に規定される可燃性ガスか

ら除外されるガスに該当するものにあっては、火炎伝ぱを示すものとし、必ずしも火炎

伝ぱの有無を測定する必要はない。 

① 温度 60.0±0.5℃ 
② 絶対圧力 101.3±0.7kPa 

③ 測定に使用する空気の湿度は、（イ) 及び（ロ) の条件によることとする。 

（イ）乾燥空気（絶対湿度 0.15 g/kg 未満） 

（ロ）温度 23℃、絶対圧力 101.3kPa における相対湿度 50％相当の湿度（絶対湿度 8.8

±0.5g/kg） 
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図 3 特定不活性ガスの性能規定化に係るフロー図 
 

 

 

判定Ⅰ 

冷凍則第 2条より（可燃性ガスの定義） 

・爆発限界の下限が 10％以下のもの 

・爆発限界の上限と下限の差が 20％以上のもの 
  

判定Ⅱ 

フルオロカーボンか否か 

 

判定Ⅳ 

冷凍則第 2条より（不活性ガスの 

定義） 
・ヘリウム、ネオン、アルゴン、ク

リプトン、キセノン、ラドン、窒素、

二酸化炭素又はフルオロカーボン

（可燃性ガスを除く。） 
 

可燃性ガス 特定不活性ガス 
特定不活性ガス以外

の不活性ガス 

可燃性・不活性ガス

以外のガス 

判定Ⅲ 

製造細目告示第 1条より 

・爆発下限界 3.5％を超えること 

・燃焼熱 19000kJ/kg未満 

・試験時に最大燃焼速度 10cm/s

以下であること。（23℃,0Pa(ゲ
ージ圧力)） 

 

不活性ガス 

判定Ⅴ 
冷凍則第 2条より（特定不活性ガスの定義） 

不活性ガスのうち、フルオロカーボンであ

って、温度 60℃、圧力 0Pa（ゲージ圧力）

において着火したときに火炎伝ぱを発生す

るか。 

 

YES 

NO 
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2.7.2 まとめ 

 

 現行規制においては、特定不活性ガスは不活性ガスの中に含まれている。これは、特定不

活性ガスは、僅かに燃焼性を有するものの、過去の検討において、ガスが滞留しない構造と

して開口部を設ける又は機械換気装置を設置する他、ガス漏えい検知警報設備を設置すれ

ば、不活性ガスの扱いにすることができると結論付けられているためである。 
技術上の基準において、特定不活性ガスが不活性ガスの中に含まれていることで不整合が

生じている箇所はなく、特定不活性ガスを含む不活性ガスに係るところは「不活性ガス」と

規定し、特定不活性ガスのみに係るところは「特定不活性ガス」と規定していることで、特

定不活性ガスがわずかに燃焼性を有することの手当ても出来ており、図 3のフローに示すと

おり「特定不活性ガス」と「特定不活性ガス以外の不活性ガス」との明確な区分けも出来て

いると考える。。 
また、令においても特定不活性ガスは第 1種ガス（不活性ガス及び空気）の一部として扱

われており、令及び冷凍則間でも整合がとれている。 

このような中で、特定不活性ガスを不活性ガスから独立し、同列扱いにすることについて

は、第 1種ガスから特定不活性ガスを除くこと（規制強化）になるため、慎重に検討する必

要がある。更に、一般則関係においても特定不活性ガスに係る技術上の基準等に関する規定

があり、冷凍則と一般則関係の間で整合をとる必要がある。 
以上の事を踏まえ、委員会で検討した結果、現行規制体系で特段支障はなく、あえて特定

不活性ガスを不活性ガスの範囲から外し、別規制を行うまでの必然性は感じられないとの結

論を得た。 
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3. まとめ 

 

冷凍・冷蔵機器にはフロン類が多く使用されてきたが、2016年のモントリオール議定書

が改正され、各国ごとに高い地球温暖化係数（GWP）の高い HFC（ハイドロフルオロカーボ

ン）冷媒の生産量・消費量の削減義務と削減スケジュールが合意され、日本においても段階

的に削減することとなった。 
これを受け、機器メーカー、冷媒ガスメーカーやその団体では今後、低 GWP冷媒への転換

が進んで行くと予想しており、新設備の更新よりも既設設備の冷媒入れ替えが事業者にとっ

て、安価かつ作業時間短縮へと繋がるため、今後多くなると予想している。 

こうした背景から、本委託では高 GWP冷媒から低 GWP冷媒への入れ替えをレトロフィット

と定義し、調査を進めてきた。 

 
（１）レトロフィットを実施することが可能な冷凍設備の検討範囲について 

先ずは、レトロフィットを行う対象の冷凍設備の選定を行った。 

ここでは、条件設定として 

・高圧法の適用の設備であること。 

・レトロフィットを行う冷媒ガスは不活性のフルオロカーボンであること。 

（不活性ガスの中には特定不活性ガスを含む。） 
・レトロフィットを行う冷媒がフロン類ではないガス（自然冷媒（CO2等））でないこ

と。 

この３つの条件＋実際にレトロフィットを行う設備を業界より選定いただき、遠心式冷

凍機、スクリュー式冷凍機、別置形コンデンシングユニットの３設備を本委託調査の対象

設備として選定することとした。現使用冷媒としては、R134a、R404Aが多く、レトロフィ

ット対応が想定される冷媒としては、R1234yf、R1234ze、R407H、R448A、R449Aがある。 
しかしながら、例えば高圧部 65℃で R404Aから R448Aや R449Aへのレトロフィットを行

うと蒸気圧が 0.05MPaと僅かに上がる。 

レトロフィットを行う設備は、その設備に対して耐圧試験を現場で行うことは困難であ

るため、どういった方法により耐圧試験に合格したとみなすことができるかが大きな課題

となった。 

 
（２）レトロフィットの実態について 

本調査では、3社のレトロフィット現場調査を実施した。そのうち 1社については既に

実施済であったので、当時の状況や提出書類などについてヒアリングを実施した。 

本調査については非公開版では詳細に述べるが、公開版については事業者からの許可が

おりていないため、内容については控えることとする。 
概要としては、1例目はレトロフィットする部分品以外の設備は更新を行っており、R22

から R404Aへのレトロフィットを行っていた。安全の担保としては設置当時の部分品の耐

圧証明書等を確認し、冷媒ガス種が代わることによるそのガスの耐圧試験圧力（設計圧力

×1.5）以上あることから耐圧性能は確保していることで、安全を担保していると判断さ

れた。強度の確認については、強度計算書により最小肉厚が確保されていることを確認し

ていた。 
次に、2例目であるが産業用設備に附随する設備に対して R507Aから R449Aのレトロフ

ィットを行っていた。3例目は、その他製造で R404Aから R449Aへのレトロフィットを実

施していた。 

2例目、3例目については、企業秘密の部分があるため詳細は割愛する。また、本実態

調査の内容について、高圧法の遵守状況を確認するものではなく、あくまでも実態を調

査、報告するものである。 
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（３）レトロフィットが実施されている欧米諸国における法規制及び実施実態について 

レトロフィットが実施されている欧米諸国の法規制や実態調査では、主に法体系やレ

トロフィットを行うにあたりどのような届出、安全を担保しているかについて調査を行

った。 

レトロフィットが多く実施されている国としては、実施例が多く、実績の多い米国、
フランス、スペインが挙げられる。 

冷媒ガスメーカーでは、レトロフィットを行う際のガイドラインを作成しており、レ

トロフィット業者はこのガイドラインに沿って作業を行っていた。 

Honeywellのガイドラインでは、レトロフィットの定義を部品の小改造（膨脹弁、フ

ィルター、制御方法等）を含む冷媒交換としていた。 

安全性の担保としては、冷凍機油の互換性、レトロフィット後の試運転において作業
前との記録確認、設備全般の過熱度の確認、冷媒漏れの確認等を行っていた。 

なお、ケマーズのガイドラインにも同様の記載があった。 

 

（４）レトロフィットを実施する際の課題の整理について 

レトロフィットを行う事業者の法規制について整理すると、冷媒ガス種の変更と冷媒

ガス種変更＋部分品の交換の場合が考えられる。 
冷媒ガス種の変更では、第 1種製造者、第 2種製造者はそれぞれ、都道府県知事等へ

の許可・届出申請が必要になり、冷媒ガス種変更後も伴い技術上の基準に適合している

かどうかを審査される。 

一方、冷媒ガス種変更に伴う部分品の変更を行う場合には、レトロフィット事業者と

して技術上の基準（機器メーカーの基準）がかかることになる。 

具体的には、冷凍則第 64条の技術上の基準を遵守しなければならず、その中でも特
に課題となるのが、第 1号及び第 4号（強度の確認）と第 2号（耐圧試験に合格するも

のであること）である。本基準は、冷媒ガス種変更により部分品を交換するレトロフィ

ット事業者が遵守することになっており、対象は第 1種製造者、第 2種製造者、その他

製造である。 

｢耐圧試験に合格するものであること｣については、実際に現場で耐圧試験を実施すれ

ば良いが、冷凍設備の場合、必ずしも全ての部分品の耐圧試験圧力値が同じではなく、
高い方の設定値に合わせると設定値が低い方の部分品に支障をきたすことになる。その

ような理由から実際に現場で耐圧試験を実施することは困難である。そこで、冷媒ガス

種が変更になることにより、以下 3つの場合が考えられることから、それぞれの対処方

法について提言を行った。 

・レトロフィット後に設計圧力が下がる場合 

・レトロフィット後に設計圧力が上がり、製作時の耐圧試験圧力がレトロフィット後の
設計圧力の 1.5倍以上の場合 

・レトロフィット後に設計圧力が上がり、製作時の耐圧試験圧力がレトロフィット後の

設計圧力の 1.5倍未満の場合 

１つ目のレトロフィット後に圧力が下がる場合には、製作時の耐圧試験圧力を十分満

足できるとし、耐圧性能を確保していると判断することとした。（ただし、設置後の経

年変化については目視等による確認が必要） 
一方、製作時の耐圧試験圧力がレトロフィット後の設計圧力×1.5倍以上又は未満の

場合の判断としては、1.5倍以上の場合は、設計圧力が下がる場合同様に、耐圧性能を

満たしていることとし、1.5倍未満の場合のレトロフィット可否の判断について、委員

会で審議された。1.5倍未満の場合のレトロフィットを不可にする場合には冷媒ガス種

が限定（実態上 1種類ほど）されるため、円滑なレトロフィットの普及の妨げになり厳

しいとの委員からのコメントがあった。そこで、安全確保できることを前提として、
1.5倍未満の場合であっても耐圧試験を実施することなく耐圧性能を確認する方法を模



 

62 
 

索し、設計圧力の増加率の上限値を決めるなどの条件を付加することで、レトロフィッ

ト実施が可能となるかどうかについて検討したが、関係者全員の合意を得るまでには至

らず、引き続き検討を行うこととなり、これについては、今後作成するガイドラインの

中で明確にしたい。 

また、｢強度の確認｣については、設置当時の強度計算書に変更後の冷媒ガス種の設計

圧力をあてはめ、変更後も必要厚さを確保しているかどうか確認することとした。 
しかし、必ずしもレトロフィット事業者の中には、強度計算ができる事業者ばかりで

はないので、強度計算の検証については、その設備の機器メーカーに問い合わせ変更後

の冷媒ガスでも必要厚さを確保できているか確認していただくこととした。確認後、レ

トロフィット事業者は確認書を発行することで強度の確認とすることとした。 

本確認には、機器メーカーや設備を管理しているユーザーの協力は不可欠である。 

｢耐圧試験に合格するものであること｣と｢強度の確認｣の方法については、今後、
KHK、業界、機器メーカーで策定するガイドラインに移行（記載）することで、レトロ

フィット事業者に周知することが適切であるとの結果となった。 

 

（５）レトロフィット実施に係るガイドラインの作成について 

ガイドラインには、レトロフィットを行う上での注意点、作業内容、行政への届出、

レトロフィット後の表示方法等を明記し、レトロフィット事業者が法令遵守をしつつ、
安全に作業等ができるようなガイドラインとすることで委員の合意が得られた。 

今後の課題として、レトロフィットについては、冷媒ガスメーカー等にとっては切迫

した問題として認知されており、また、ユーザーの中には既に検討している事業者もい

るが、一部ユーザーには未だ伝わっていないことも大きな課題である。 

特に多く使用されている R404Aに関しては、今後、メンテナンス時に冷媒が確保でき

ない状況に直面して初めて知るユーザーやサービス会社も多くなると想定されるため、
冷媒規制に関する情報を広く伝えていく必要がある。更に、本委員会で議論されたレト

ロフィット事業者が遵守すべきルールブック（ガイドライン）を策定し、安全に作業を

進めて行くことが重要になると考える。 

ガイドラインの策定にあたっては安全を最優先することが前提であるが、官、民、学

の関係者の知見を広く集め、実効性のあるものにすることが重要である。そのために

は、法令上の位置付け（通達改正）についても検討する必要があると考える。 
 

（６）特定不活性ガスに係る規定の改正・整備レトロフィットについて 

最後に、特定不活性ガスに係る規定の改正についてであるが、現行では｢不活性ガス｣

と｢特定不活性ガス｣の技術上の区分けはできており、令和 3年 4月の冷凍則関係の改正

では特定不活性ガスが性能規定化された。 

現行規制において、令においても特定不活性ガスは第 1種ガス（不活性ガス及び空
気）の一部として扱われており、令及び冷凍則間でも整合がとれている。 

このような中、特定不活性ガスを不活性ガスから独立し、同列扱いにすることについ

ては、第 1種ガスから特定不活性ガスを除くこと（規制強化）になるため、慎重に検討

する必要がある他、一般則関係においても特定不活性ガスに係る技術上の基準等に関す

る規定があることから、冷凍則と一般則関係の間で整合をとる必要がある。 

以上の事を踏まえ、委員会で検討した結果、現行規制体系で特段支障はなく、あえて
特定不活性ガスを不活性ガスの範囲から外し、別規制を行うまでの必然性は感じられな

いとの結論を得た。 

 

 

以上 
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Introduction 

R-404A/R-507A は、オゾン破壊係数を有しないハイドロフルオロカーボン(HFC)として

中温・低温域の冷凍冷蔵用途向けに、R-502 の代替として開発され、1990 年代以来、多く

に機器に搭載されてきました。既存および潜在的な地球温暖化係数(GWP)の高い冷媒に対

する法規制のため、機器オーナー様から、システムのトータルカーボンフットプリントを減

らすため、より GWPの低い冷媒に対する関心が高まってまいりました。 

Opteon TM XP40 (R-449A)は低 GWP（地球温暖化係数）のハイドロフルオロオレフィン

(HFO)ベースであり、R-404A/R-507A の積極的な代替として、直噴式の中温・低温域冷凍

冷蔵システム用の冷媒です。Opteon TM XP40 は、HFC-32/HFC-125/HFC-134a/HFO-

1234yf        (24.3/24.7/25.7/25.3wt%)である ANSI/ASHRAE スタンダード 34

に登録された R-449A 混合冷媒のトレードネームです。XP40 は、R-404A/R-507A の既存

搭載機のレトロフィットおよびこれらの置き換えとなる新設機に適しているコマーシャル

ベースの製品となります。Opteon TM XP40 は、R-404A/R-507A に対してエネルギー効率

および環境特性改善に寄与します。AR5 GWP 1282 (vs 3943/R-404A, 3985/R-507)、ODP

（オゾン破壊係数）0。 

このレトロフィットガイドをお使いいただくことで、多くのR-404A/R-507Aシステムを、

安全かつ効率的に、環境へのインパクトを大きく下げながら Opteon TM XP40 に転換する

ことができます。 

 

重要な安全情報 

全ての Freon TM 冷媒と同様に、適切にお取り扱い頂ければ、安全にご使用いただけます。 

しかしながら、あらゆる冷媒と同様に、間違ってお取り扱いいただいた場合、傷害または最

悪の場合に死にいたる危険もございます。本ガイドおよび SDS（製品安全データシート）

を確認頂き、適切な保護具の使用をお願いします。最低限、適切なハンドグローブと安全眼

鏡の着用をお願いします。 

・高濃度の冷媒蒸気の中で作業を行わないこと。常に適切な換気を維持してください。冷媒

蒸気を吸引しないこと。漏えいしたシステムからの冷凍機油ミストを吸引しないこと。機器

の補修を行う前に、いかなるリーク後も必ず十分な換気を行ってください。 

・手提げ式のリーク検知機を、密閉空間の呼吸可否判断に使用しないでください。これらの

検知器は、当該空気が安全に吸引できるか否かを判断するために設計されていません。酸素

濃度モニターを使い、生存に十分な酸素があることを確認してください。 

・裸火やハロゲントーチをリークの検出に使用しないでください。いかなるフルオロカーボ

ン系冷媒においても、裸火は、冷媒の分解を引き起こし、有害な酸化物の生成を引き起こし

ます。ハロゲントーチは、HFO および HFC 冷媒の検出に有効ではありません。それは、

冷媒中の塩素を検出するのみです。Opteon TM XP40、R-404A/R-507Aは塩素を含みません。

このため、このタイプの検知器は有効ではありません。お使い冷媒に対応した電子式の検知



器をご使用ください。 

 

もし、機器の修理中にお使いのトーチの炎の大きさ、色に変化が認められたら、速やかに

作業を中止し、当該エリアを離れてください。換気を十分に行い、作業再開前に、冷媒リー

クを確実に止めてください。これらの現象は、非常に高濃度の冷媒が存在することを示して

いる可能性があります。十分な換気を行うことなく作業を続けた場合、傷害ないしは死をも

たらす可能性があります。 

 

 

注意：あらゆる冷媒は、不適切な使用で、危険をもたらします。ハザードは、高圧化の液体・

蒸気ならびに液体による凍傷を含みます。 

 

高濃度の冷媒蒸気による被爆は、窒息および心停止を引き起こすことがあります。いかな

る冷媒を扱う前にも、必ず全ての安全情報をお読みください。 

 特に Opteon TM XP40 SDSの安全情報の箇所を参照ください。Safety Bulletin AS-1も

追加の安全情報としてご参照いただけます。 

 

燃焼性 

Opteon TM XP40は不燃性です。ANSI/ASHRAEスタンダード 34において、A1に該当

します。しかしながら、全ての HFC含有タイプの混合冷媒同様、Opteon TM XP40をシス

テムリークの確認のために、空気と混合することはやめてください。 

 

 

 

 

 



一般的なレトロフィットの情報: R-404A/R-507A to Opteon TM XP40 

 

期待される性能：Opteon TM XP40 vs. R-404A 

  Table 1は熱力学サイクル解析を元に、各種特性に対する R-404Aと Opteon TM XP40の

比較を示しています。実際の機器での性能は、機器の状態や運転状況などの要因によって異

なります。 

 

システムの改良 

冷凍機油 

ほとんどの現行 R-404A/R-507A システムにお使いいただいているポリオールエステル

(POE)系冷凍機油が Opteon TM XP40にもお使いいただけます。もし、疑問がある場合ない

しはコンタミや高い酸価が認められる場合、冷凍機油を変更すべきです。圧縮機メーカーに

適切な粘度、ブランドをご相談ください。 

 

コンプレッサー 

 全体として、システム性能（冷却能力とエネルギー効率）は Opteon TM XP40の場合、R-

404A/R-507A の場合と同等となります。コンプレッサーの 1 次側、2 次側の圧力は、R-

404A/R-507A のときと異なります。このため、コンプレッサーの運転圧力限界を超えてし

まうことを避けるために、設定値の変更が必要になる場合があります。システムメーカーの

アドバイスを受けてください。 

Opteon TM XP40は、コンプレッサー吐出温度が R-404Aよりやや高く(10から 20K)なり

ます。重ねて、Opteon TM XP40への適合性につき、コンプレッサーメーカーにお問い合わ

せください。 

 

膨張弁 

Opteon TM XP40は R-404Aに比べて、マスフローレートが下がります(20-25%)が、既存

の膨張弁の調整範囲内であると考えられ、膨張弁の交換は必要ないと思われます。システム

の過熱度を調整するために、膨張弁の調整が必要になることがあります。温度-圧力曲線（露

点（飽和蒸気））を用いて、エバポレーターの過熱度の調整を行ってください。調整につき、

疑問があれば、膨張弁メーカーにお問い合わせください。 

 

ラインサイズ 

Opteon TM XP40はマスフローレートと密度がR-404A/R-507Aに比べて、低くなります。

このため、システムの圧力低下とライン速度の変化が許容範囲内であることを確認するた

め、現在のラインサイズを確認することを推奨します。正しい配管サイズは、適切な冷凍能

力と十分な冷凍機油戻りを圧縮機に保証する上で重要です。 



コンデンサーとエバポレーター 

 サクション圧力が、Opteon TM XP40と R-404Aでは異なるため、圧力レギュレーターと

圧力カットアウトのリセットが適切な運転のために必要になるかもしれません。Opteon TM 

XP40の排出圧力は R-404Aよりやや低くなるので、コンデンサーファンとヘッド圧力コン

トロールの微調整が必要になるかもしれません。 

 Opteon TM XP40 は混合冷媒です。よって、過熱度の調整は、圧力-温度チャートの露点

（飽和蒸気）により、同様に、過冷却度は沸点（飽和液）により調整をしてください。 

 

システムコントロール 

 多くのスーパーマーケットでは、特定の冷媒の圧力-温度の関係により、適切な運転状況

をコントロールしています。R-404A/R-507Aから Opteon TM XP40に転換する場合、コン

トロールは適切に作動すると思われますが、性能を最適化するために Opteon TM XP40 の

特性にシステムをアップデートすることをお勧めします。コントロールシステムメーカー

に冷媒データのアップデートの方法ないしは Opteon TM XP40 (R-449A))を使用したときの

調整方法などご相談ください。 

 

R-404Aシステムから Opteon TM XP40へのレトロフィット手順 

以下は、R-404A/R-507Aシステムから Opteon TM XP40へレトロフィットする場合の推

奨手順を示しています。 

 

1. R-404A/R-507A でのベースライン性能の確認 

R-404A/R-507A の運転中にシステムの性能データの収集を行ってください。正しい

冷媒充填と運転状況の確認。通常の運転状況での各ポイント（エバポレーター、コンデ

ンサー、コンプレッサー サクション側・吐出側、エバポレーター過熱度、コンデンサ

ー過冷却度）での温度と圧力のベースラインデータは、Opteon TM XP40へのシステム

の最適化に大変役に立ちます。システムデータシートは巻末にございます。 

 

2. 冷凍機油の確認 

ほとんどの現行R-404Aシステムにお使いいただいているPOE系冷凍機油がOpteon 

TM XP40にもお使いいただけます。もし、疑問がある場合ないしはコンタミや高い酸価

が認めれる場合、冷凍機油を変更すべきです。圧縮機メーカーに適切な粘度、ブランド

をご相談ください。 

 

3. R-404A/R-507A の除去と回収容器へのチャージ 

R-404A 全体を除去し、回収容器に回収してください。回収された量を計測し、充填

される Opteon TM XP40の量の参考としてください。 



 

4. フィルタードライヤーの交換 

フィルタードライヤーの交換は、システムメンテナンスにおける定常作業です。 

 

5. 他のシステムの調整 

必要なシステムの調整、アップグレードを行ってください。 

 

 

6. システムを空にして、漏れをチェックします 

空気ないしはその他の不凝縮ガスと残留水分をシステムから除去するために、システ

ムの真空引き(<1.32mbar (EN378))を行ってください。もしシステムが真空を維持でき

ない場合、それはリークの可能性があります。バキュームテスト後、乾燥窒素でシステ

ムに圧をかけ、リークの確認を行ってください。このとき、システムの最大圧力を超え

ないように注意してください。冷媒と空気の混合物をリークチェックに使用しないでく

ださい。これらの混合物は可燃性となります。リークチェック後、残りの窒素を真空ポ

ンプで除去してください。 

 

7. Opteon TM XP40システムへの変更 

Opteon TM XP40は混合冷媒のため、チャージシリンダーから液層抜きすることが重

要です。（もし、シリンダーがディップチューブ付きバルブを有していない場合、シリ

ンダーを反転させ、バルブがシリンダーの下に来るようにしてください。）適切なシリ

ンダーポジションは、しばしば矢印により示されています。液がシリンダーから抜き取

られれば、冷媒はシステムに、液として、必要に応じてガスとして、チャージできます。 

 

警告：液冷媒をサクションラインに充填してはいけません。これは圧縮機に修復不能

なダメージを引き起こすことがあります。サクションラインに入れる前に、液冷媒を気

体にするために、マニホールドゲージないしはスロットリングバルブを使用してくださ

い。 

 

一般的に、冷凍システムは、Opteon TM XP40 の充填量を、R-404A/R-507A よりも

やや多くとる傾向があります。最適の充填量はシステムのデザインと運転状況により

異なります。最初の充填量は、オリジナルの R-404A/507A 充填量の約 85%とすべきと

思われます。スタートアップと調整後、最終的にオリジナルの約 105%に至ると思われ

ます。 

 

 



8. システムの起動と運転状況の確認 

・最適の過熱度／過冷却度を得るために、TXV と、さらに充填量をモニターしながら調

整してください。 

・圧縮機のオイルレベルを確認してください。適切な量を維持するために、必要なオイ

ルを追加してください。 

 

9. システムに新しい冷媒と冷凍機油を表示してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opteon TM XP40レトロフィットのためのチェックリスト 

 

□1. 既存 R-404A/R-507A 冷媒運転時の基礎データの確認（推奨データはデータシートを

参照） 

 

□2. 既存システムコンポーネントの製造者が推奨する下記の情報の確認 

・樹脂部品との適合性 

・ゴム・エラストマーとの適合性 

・潤滑油（粘度、メーカー、添加剤） 

・熱式膨張弁のサイズ 

・対応可能であれば保証継続のためのレトロフィット手順 

 

□3. 既存 POEタイプ潤滑剤の品質確認ならびに必要なら交換 

 

□4. エンジニアによる分析に基づいた設備各部（膨張弁、ラインサイズ等）の調整 

 

□5. フィルター／ドライヤーの新冷媒推奨品への交換 

 

□6. システムコンポーネントを再結合し、真空引き 

（ほぼ完全な真空状態とする[1.32Pa (1.32mbar) EN378-4:2013]） 

 

□7. リークチェック（リークチェック後、再度真空引き） 

 

□8. R-449Aを充填する。 

・初期充填量は、既存冷媒 R-404Aの機器設定充填量の 85%。 

・充填量記録 _____________________ 

 

□9. システムの起動。所定の運転条件が得られるまで充填量を調整。 

  ・充填量が低い場合、2－3wt%刻みで、追加充填を行う。 

  ・追加充填量の記録 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  ・合計充填量の記録 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

□10. 冷媒名、冷凍機油名のシステムへのラベル掲示 

 

□11. 冷媒転換完了！ 
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Honeywell レトロフィット実施例 

 

 

実施例の目次 

 

 

 

レトロフィット前の記録 
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作業現場到着し、レトロフィットを実施の準備を行う。 

補足）スライドの人の絵は作業人数を示し、時計の絵は作業時間を示している。以下

同様 

 

 

準備状況（新冷媒ガス R448Aの充填容器状況） 
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回収冷媒容器の重量測定状況 

 

 

 

 

冷媒回収前の物成値の比較検討 



4 
 

 

 

冷凍機油の状況（目視確認） 

 

 

 

レトロフィット実施前の稼動状況確認 
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膨脹弁の調整を行う場合には、事前にショーケース内の商品を別場所に移動する。 

 

 

 

室外機他高圧部側の機器の場所確認 
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冷媒ガスを充填する箇所の確認 

 

 

 

 

冷媒回収前の準備 
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冷媒回収前の準備 

 

 

 

冷媒回収状況 
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冷媒ガス回収状況（高圧部、低圧部） 

 

 

 

 

冷媒ガス回収完了状況（重量確認、バルブ閉止） 
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フィルター交換状況 

 

 

 

 

冷媒充填状況 
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冷媒充填状況 

 

 

 

 

冷媒充填状況 
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冷媒充填後作動確認（機器メーカーのソフトウェアの値確認） 

 

 

 

 

冷媒充填後作動確認（機器側の制御装置の確認） 



12 
 

 

 

冷媒充填後作動確認（機器側の制御装置の確認） 

 

 

 

 

冷媒充填後作動確認（冷媒漏れ確認）、表示の差し替え（冷媒ガスメーカーが提供） 



 

 

 

添付資料 4 Refrigerant Changeover Guidelines（Emerson） 

 
 
詳細は以下 URL を参照願います。 
https://www.rsd.net/fx/pdf/suite/Emerson_Climante_Technologies_R448A-
R449A_Retrofit_Guide.pdf 

 

 

 

https://www.rsd.net/fx/pdf/suite/Emerson_Climante_Technologies_R448A-R449A_Retrofit_Guide.pdf
https://www.rsd.net/fx/pdf/suite/Emerson_Climante_Technologies_R448A-R449A_Retrofit_Guide.pdf


 

 

 

添付資料 5 Guidelines For Using（TECUMSEH） 

 
 
詳細は以下 URL を参照願います。 

https://www.tecumseh.com/globalassets/media/europe/files/guidelines-and-

recommendations/r448a_r449a_r452a/tecumseh_guidelines_for_using_r452a_r448a_r449a.

pdf 

 

https://www.tecumseh.com/globalassets/media/europe/files/guidelines-and-recommendations/r448a_r449a_r452a/tecumseh_guidelines_for_using_r452a_r448a_r449a.pdf
https://www.tecumseh.com/globalassets/media/europe/files/guidelines-and-recommendations/r448a_r449a_r452a/tecumseh_guidelines_for_using_r452a_r448a_r449a.pdf
https://www.tecumseh.com/globalassets/media/europe/files/guidelines-and-recommendations/r448a_r449a_r452a/tecumseh_guidelines_for_using_r452a_r448a_r449a.pdf


冷媒

業務用冷凍冷蔵システム向け
HCFC / HFC冷媒からHFO混合冷媒への
冷媒換装レトロフィットガイドライン

R-22およびR-404A から
ソルスティスN40（R-448A）へのレトロフィット
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レトロフィット 実地調査記録フォーム（日本語版）は、
以下のリンクからダウンロードいただけます。
 https://hwll.co/clbu7

付録

A. コンプレッサ

B. 冷媒配管サイズ

C. コントロール設定

D. 冷媒漏えい防止のために

E. PT（圧力／温度）チャート (SI)

本ガイドラインについて
R-22は、HCFC（特定フロン）冷媒で、政府間国
際協定（モントリオール議定書）およびオゾン層保
護法に基づき規制されています。

R-402A および R-408Aは、R-502の代替とし
て多くの中低温冷凍冷蔵システムに使用されてい
ます。R-402AはR-22を含む混合冷媒であるこ
とから、上述のHCFC規制の対象に該当します。
なお、この規制により、HCFCの生産・輸入は、と
もに2020年に全廃になります。

R-404A* は、HFC（代替フロン）の混合冷媒です
が、R-448Aに比べて非常に高い地球温暖化係数
（GWP）を有しています。米国ではR-404Aは既
に新規スーパーマーケット店舗機器への使用が、
レトロフィットも含め禁止されています。日本国内
では、フロン排出抑制法（略称）により、圧縮機の
定格出力が1.5kWを超えるコンデンシングユニッ
ト及び定置式冷凍冷蔵ユニット用途において、
2025年度以後R-404Aを使用できなくなりま
す。また、EUにおいても、2020年から保守用途
以外の使用が禁止されます。

このガイドラインは、スーパーマーケット冷凍冷蔵
システムのレトロフィット向けに作成されたもので
すが、他の用途の冷凍冷蔵システムのレトロフィッ
トについても適用可能な内容となっています。

スーパーマーケット各社は、法規制を遵守し、同時
にカーボンフットプリント（CO2排出）を削減する
ため、既存冷凍冷蔵機器を交換もしくは代替冷媒
へのレトロフィットを進めています。代替冷媒の選
択肢は、既存機器の仕様により異なりますが、レト
ロフィット向けの冷媒を選定される際には、冷媒
効率、導入コスト、法規制への適合や、キャパシティ
について検討されることをお勧めします。

取扱技術者の方々がR-22およびR-404A から ソ
ルスティスN40（R-448A）へのレトロフィットを
実施されるにあたり、機器メーカーの推奨事項と
併せて本ガイドラインをお役立ていただければ幸
いです。

*R-507Aからのレトロフィットについては、R-404Aと
同様の手順にて取扱ください。

https://hwll.co/clbu7
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はじめに
業務用冷凍冷蔵機器産業では、オゾン層破壊の原因とな
り、また高い地球温暖化係数（GWP）を持つハイドロクロ
ロフルオロカーボン（HCFC、特定フロン）やハイドロフルオ
ロカーボン（HFC、代替フロン）の使用を削減していくため
の取り組みが進んでいます。このような取り組みを進めるに
は、代替冷媒へのレトロフィット作業に従事される設備事業
者および取扱技術者の皆様のご尽力が不可欠です。

このガイドラインは、R-448A冷媒のレトロフィットについ
て、機器設置取扱者向けに技術的観点から手順や方法を説
明することを目的にハネウェルが作成しました。

本ガイドラインに記載された内容は、一般的な見地に基づく
情報であり、各機器メーカーの取扱説明もしくは推奨事項に
代わるものではありません。また、レトロフィット作業は、各
システムの仕様に合わせ、適切な方法で行ってください。

冷凍冷蔵システムの設置条件や機器設定は、システムによっ
て異なるため、レトロフィットについてもシステム個別の対応
が必要になる場合が多くあります。このような理由から、ハ
ネウェルでは、レトロフィットを実施する機種については、各
機器メーカーに詳細な情報を問い合わせされることをお勧
めします。加えて、代替する冷媒については事前に安全デー
タシート（SDS）をよくお読みください。ハネウェル冷媒製品
のSDSは、www.honeywell-refrigerants.com/japan/
resources/literature/ をご覧ください。

 
ソルスティス N40 冷媒について 
ASHRAE冷媒番号、成分、用途などの詳細

冷媒 分類 代替対象 用途 備考

ソルスティス 
N40 
(R-448A)

混合冷媒

成分
R-32 
R-125 
R-1234yf 
R-134a 
R-1234ze

R-22 
R-404A 
R-507

スーパーマー
ケット用冷凍
冷蔵庫、
ショーケース、
直膨式チラー、
倉庫用冷凍冷
蔵

効率性が最良の
代替冷媒の一つ
不燃性の代替冷
媒のうち、最も
低いGWP 
（国内では、不活
性ガスに分類）
膨張弁の調整が
必要

R-448A ドロップイン（冷媒充填）に 
ついての注意
R-448AはHFOを含む混合冷媒で、潤滑油は合成油を用
いる必要があります。コンプレッサ既存の潤滑油が適用可能
であるか各メーカーにご確認ください。本ガイドラインに記
載したレトロフィットの手順は、容積式コンプレッサ（レシプ
ロ、ロータリー、スクロール、またはスクリュー式）の使用を
想定し作成されたものです。  

レトロフィットの手順 - 概要
最適なレトロフィットを行うことで、メンテナンス頻度が少な
く、効率性の高いシステムを実現することができます。その
ためには、いくつかの大切なステップがあります。このガイド
ラインは、ハネウェルの技術チームが設備業者パートナー各
社との実地経験に基づく推奨事項をまとめたものです。実
際の作業を行われる際には、対象店舗の定める手順、取扱
法やその他の規定に従い作業を実施してください。

まずはじめのステップは、実地調査です。実地調査によって
現在の機器の状態、レトロフィット作業の際の注意点や、必
要な機器・装置のアップグレードを事前に検知することで、短
い時間でコスト効率よく当日の作業を行うことができます。
冷媒レトロフィットを行うことで、冷凍冷蔵システムの長寿命
化や高効率化にも繋がります。加えて、各種部品についても
新しい冷媒への適合性を確認し、また冷媒漏えいを低減す
るためにも交換の要否を点検してください。

次のステップは、レトロフィットの事前準備です。レトロフィッ
ト作業当日までに、スーパーマーケット店舗側との事前調整
や、必要な部品の調達を進めます。

このステップで十分に準備を行うことで、レトロフィット作業
にかかる店舗休業期間を短くし、またさまざまなリスクを軽
減します。

最後のステップは、レトロフィット当日の作業です。作業は
通常、店舗営業の終了後、可能であれば夜間に行います。
一般的にレトロフィット作業にあたる人員は、冷媒回収担
当、冷媒封入や機器調整を行う施工担当、制御系担当と、責
任者のチームで行います。並列1系統のレトロフィット作業
は、通常一晩で完了しますが、過熱度を最適化するための作
業が翌日までかかる場合があります。

http://www.honeywell-refrigerants.com/japan/resources/literature/
http://www.honeywell-refrigerants.com/japan/resources/literature/
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レトロフィットの手順 - 詳細

ステップ 1 - 実地調査
      （日本語版記録フォームのダウンロードは こちら から）

1. コンプレッサ

• 機器メーカー名、製品モデル名とシリアル番号を記録

• コンプレッサ、ファン、キャピラリーチューブや制御装置
の故障や異常を点検し、特定

• 吐出温度緩和装置の要否

2. システム関連

• 店舗内、機械室や屋根など、システム作動に関わる箇所
（コンデンサファンの故障、蒸発器コイルの詰まり、サ
ブクーラーの故障、コンデンサ劣化、設置不良、旧式の
部品など）を点検します。

3. 膨張弁の確認

• 非調整式の膨張弁が設置されている場合は 交換また
は調整する必要があります。交換用の膨張弁もしくは
調整キットは、レトロフィット作業当日までに準備をして
ください。

• 一般的に、膨張弁をR-448Aと使用すると能力が増加
します。この場合、能力に合わせ、膨張弁のサイズを性
能曲線の中間域とすると正常に作動します。

• 能力が高いため、膨張弁を始動する際には冷媒の液
戻りを防ぐ措置を行ってください。特に既存冷媒が
R-404A、R-402AおよびR-408Aの場合には液戻り
が顕著に発生します。液戻りを防ぐには、膨張弁を事
前に調整します。なお、この事前調整は、始動後に行
う過熱度調整を補完するものではありません。

• R-448Aでは、R-404A、R-402AおよびR-408Aの
場合に比べ膨張弁の圧力が強く、弁の開放が大きくな
るため、弁が十分に閉鎖せず過熱度の調整に影響を与
える場合があります。その場合には、ダイアフラムのあ
る頭部をR-22またはR-448A仕様の部品に交換する
ことで解決します。頭部部品の交換後も過熱度の調整
が困難な場合は、膨張弁を交換してください。

• レトロフィット作業における不測の事態を想定し、十分
な部品や備品を準備してください。

4. 交換する密封部品とOリングの確認

• エラストマー製密封部品は、R-22、R-408A やR-402Aな
どの塩素を含む冷媒の回収時に劣化が発生します。冷媒漏
えいを防ぐため、各箇所の密封部品の交換をお勧めします。
推奨する交換用密封部品およびOリング製品については、付
録Dに記載しています。

• R-404A は塩素を含まないため、R-404A からR-448A へ
のレトロフィットに関しては、塩素による影響はありません。

5. ベースライン（基準線）データの記録

• 現状のデータであるベースライン（基準線）を記録すること
で、問題を特定し、またレトロフィット後の性能を検証するこ
とができます。

• 記録するデータ項目は、実地調査記録フォームに記載してい
ます。日本語版記録フォーム ダウンロードリンク

6. 冷媒配管のサイズ

• 特に、横引きの吸入配管と縦引きの配管のサイズを再確認し
てください。配管サイズの算出には、ハネウェルのシミュレー
ションソフトウェア「ゼネトロンプロパティスイート（英語の
み）」もご利用いただけます。 
付録Bでは、冷媒配管サイズの設定例を紹介しています。

7. 潤滑油と冷媒のテスト

• 潤滑油を検査し、システム異常の兆候等を特定してください。

• 回収した冷媒を他の店舗で、もしくは再利用する際には、冷
媒の純度を検証してください。

8. 実地調査記録を完成したら、記録を顧客に提出ししてください。 

ステップ 2 - 事前準備
1. レトロフィット作業スケジュールの調整

• 店舗責任者および各担当責任者と事前に面談し、レトロ
フィットにかかる詳細を調整してください。

• 事前調整事項 

i. レトロフィット実施日時

ii. 店舗営業時間

iii. ショーケースの扱い（商品取出しなど）

iv. ショーケース清掃の有無

v. 食品安全管理（ドライアイス冷却、ドア閉鎖、シートによ
る保冷など）

https://hwll.co/clbu7
https://hwll.co/clbu7
https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/
https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/


4

2. 必要な部品および冷媒の発注

3. 取扱技術者の準備

• 温度グライドを有する冷媒の露点温度に基づく過熱度
設定の方法を確認してください。詳しくは、付録Cを参
照ください。

• 付録Eに記載したPT（圧力／温度）チャートの数値を
ご使用ください。インターネットや他社製アプリの情報
は、正しくない場合があります。 

• 圧力弁の設定について、温度グライドを有する冷媒に
適した平均圧力に基づく設定法を習得していることを
確認してください。詳しくは、付録Cを参照ください。

• ハネウェルでは、技術チームによるオンラインもしくは
実地トレーニングを提供しています。

4. システムの変更

• 実地調査に基づき、コンプレッサの交換、パイロット配
管、コントローラの調整、コイルの清掃など、冷媒回収
以外の、事前に個別作業が可能な部分の交換や清掃
などを行います。

• 必要に応じ、吐出温度の緩和装置を設置します。 
詳しくは、付録Aを参照ください。

5.  受液器（レシーバー）から余剰冷媒を回収 
（必要な場合）

• この作業を事前に行うことで、レトロフィット当日の作業
時間を短縮することができます。冷媒回収量は計量し、
R-448A封入量算出時に、他の回収量と合計します。

6. 潤滑油を鉱物油からPOEに入替

• ほとんどの場合、R-22、R-402AとR-408Aで用いら
れる潤滑油はR-448Aでは使用不可であるため、合成
油に変更する必要があります。ハネウェルは、各コンプ
レッサメーカーが承認した相溶性を有する潤滑油の使
用を推奨します。

• 通常、（1）潤滑油全量の入替が必要です。

• 合成油が全量の95％になるようにしてください。個別
用途の要件について詳しくは、各コンプレッサメーカー
にお問い合わせください。

• ほとんどの場合R-404A機器ではPOE オイルが使用
されているため、入替の必要はありません。

• 潤滑油の入替について、推奨品などの詳細は、付録A
を参照ください。

7. サクションフィルター、リキッドフィルターとフィルタードラ
イヤーの交換

8. R-448AのPT（圧力／温度）チャートに合わせ、コント
ローラーをアップグレードします。ハネウェルでは、温度
グライドを有する冷媒のコントロール設定については平
均圧力の値を用いることを推奨します。

9. 漏えいのチェックと修理

ステップ 3 - レトロフィット作業
1.  レトロフィット作業前日に店舗側責任者に作業日を再度
通知する

2. 食品安全管理（ドライアイス冷却、ドア閉鎖、シートによ
る保冷など）

3. 既存冷媒の回収

• 冷媒回収は、各業界団体等が定める方法にて行ってく
ださい。 
経産省 フロン回収ガイドライン

4. 冷媒回収量を記録（事前回収分も含む）

5. 冷媒回収装置で真空破壊を行う

6. 必要に応じ、密封部品、ガスケット、各種弁を交換。推奨
する部品については付録Dを参照ください。

7. 実地調査に基づき決定した膨張弁の交換および調整機
材の装着

8. ドライヤーとフィルターの交換

9. システムの真空引き

• ハネウェルは、システムの両側から到達真空度500ミ
クロンを推奨します。システム低圧側のみから真空引
きを行うと、適切に湿気や空気などの非凝縮物を除去
することができません。

• 真空度をより正確に計測するため、ゲージはアナログ
式ではなく、電子ミクロンゲージを使用してください。

• 冷媒漏えいを点検し、修理してください。

10. ソルスティス N40（R-448A）冷媒の充填

• R-448Aは混合冷媒であるため、必ずシリンダー容
器から液体のみを液体の状態で充填してください。
R-400シリーズ容器中の気体を気相で充填しないで
ください。気相で充填を行うと、冷媒組成が変化し、シ
ステムの性能が不安定になります。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/pamplet/furon/f-guideline.pdf
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• 吸入側から充填する場合は、スロットルバルブで流量を
制御し、冷媒がシステムに届く前に液体から気体に気
化させてください。

• 注：コンプレッサの故障を防ぐため、液体の冷媒をコン
プレッサの吸入側から充填しないでください。

• R-448Aシステムの冷媒封入量：

- R-408Aからの場合 およそ3％増

- R-22からの場合 およそ8％減

- R-404Aからの場合 およそ5％増

封入後、状態の安定を待ちます。 
冷媒量が不足している場合は、封入重量の5％ずつ
追加充填し調整します。良好な稼働状態になるま
で、冷媒を追加します。

11. 膨張弁の調整

• 弁の調整は、あらゆるレトロフィット作業において重
要な手順です。弁を最適に調整することで、コンプレッ
サの故障を防ぎ、食品の安全な保冷温度とシステム
の効率性を維持します。

• ほとんど全ての弁を調整する必要があります。

• 膨張弁について詳しくは、本書ステップ1 - 3項を参照
ください。

• 機器メーカーから推奨値が提供されていない場合、
過熱度の設定は低温 -15.5℃ ～ -14.4℃  および、
中温 -14.4℃ ～ -13.3℃ を推奨します。

12. 圧力制御の調整

• 安全制御装置、蒸発圧力調整弁（EPR）、そく止弁
など、全ての制御機器・装置を確認し、調整してくださ
い。設定値の調整について詳しくは、付録Cを参照く
ださい。

• 蒸発器とコンデンサの圧力をR-448Aに適切に調整
するには、ハネウェルPTチャートの平均値を参照して
ください。

• コンデンサファンの制御には、平均圧力を使用してく
ださい。制御システムが平均圧力を使用しているこ
とを確認してください。設定値の調整について詳しく
は、付録Cを参照ください。

13. 機器へのラベル貼付

• システムへのR-448Aレトロフィットが完了したら、シ
ステムに封入した冷媒名と、使用した潤滑油（ブラン
ド名含む）をラベルに記入し、機器に貼付します。これ
らは、将来のメンテナンス作業の際に間違った冷媒や
潤滑油の使用を防ぐことにつながります。

• PTチャート、ラベルはハネウェルまたは販売店までご
用命ください。
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冷媒

付録 A - コンプレッサ

コンプレッサー油
手順：
ほとんどの場合、R-22で用いられる潤滑油はR-448Aでは
使用不可であるため、合成油に変更する必要があります。 
ハネウェルは、各コンプレッサメーカーが承認した相溶性を
有する潤滑油の使用を推奨します。潤滑油は、種類によって
異なるため、互換性を有しません。レトロフィットするシステ
ムで使用するコンプレッサに適合する潤滑油の粘度グレード
やブランドについて詳しくは、各メーカーにお問い合わせくだ
さい。R-404Aシステムでは通常すでにPOE オイルが使用
されているため、入替の必要はありません。

潤滑油が汚染されている、もしくは酸性度試験で高酸度が
検出された場合には、潤滑油全量を交換してください。

推奨する手順：

1. 既存の潤滑油をコンプレッサ、オイルドレン、および 
オイルセパレータから排出

2. 潤滑油の排出量を計測。この値を元に、新規に充填す
る潤滑油の量を決定します。

3. 潤滑油フィルタの交換

4. 新しい潤滑油を充填。POE（ポリオールエステル）油
の充填には、周辺の湿気の混入を防ぐため、注ぎ入れ
るのではなく、ポンプを用いることを推奨します。

5. 24時間コンプレッサを稼働し、全ての回路で除霜され
ていることを確認。併せて熱回収やスプリットコンデン
サなどのコイル類の定期的な作動も確認します。

6. 屈折計を用いて残存鉱物油の割合を計測。合成油が
潤滑油全量の95％を占めるようにしてください。

7. 必要に応じ、作業を繰り返してください。

POEオイルは湿気を吸収する特性を持つため、システムに
POEオイルを充填後10～15分以上外気に晒さないように
してください。

潤滑油を排出してもPOEオイルからの湿気を除去すること
は出来ません。POEオイル湿気の除去は、湿気除去用のソ
リッドコア式フィルタードライヤーでのみ行うことができます。

 
Carlyle（カーライル）製レシプロコンプレッサ
カーライル製 半密閉式レシプロコンプレッサ、モデル06D
（公称3～15馬力）および、06E(公称15～40馬力)にて
メーカー承認を受けたPOEオイルは、以下の通りです。

（カーライル 製品取扱説明書 O6deaguide.pdf, Lit. No. 574-
069 Rev B 6/04による）

潤滑油メーカー ブランド名

Castrol
ICI EMKARATE
CPI

E68
RL68H
SOLEST 68

Mobil Arctic†
Castrol†

EAL 68
SW 68

Copeland（コープランド）製レシプロコンプレッサ
コープランドでは、ソルスティス N40冷媒 （R-448A）を用い
る場合には、POE-32の使用を推奨しています。
（エマソン・クライメイト・テクノロジーズ資料 Emerson 93-11 
R32 (1/16) による）

最新の情報は、エマソンのウェブサイトをご確認ください。
POE-32オイル各種：

- POEオイル（Copeland Ultra 32-3MAF）- 推奨

- Lubrizol Emkarate RL32-3MAF

- Everest 32-3MAF

- Parker EMKARATE RL32-3MAF/ 
(Virginia) LE323MAF

- Nu Calgon 4314-66/EMKARATE RL32-3MAF 

補充使用のみ承認：

- Everest 22 CC

- Copeland Ultra 22 CC

- Mobil Arctic 22 CC

免責事項： 以下の情報には、メーカーから提供された情報を含みます。
機器・装置に関する最新情報は、各メーカーにお問い合わせください。
推奨事項の中には、特定の製品にのみ有効な場合もありますのでご留
意願います。

http://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/2002/Public/09/574-069.pdf
http://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/2002/Public/09/574-069.pdf
http://www.emersonclimate.com/en-us/Resources/Documents/catalogs-and-literature/93-11-R32.pdf
http://www.emersonclimate.com/en-us/Resources/Documents/catalogs-and-literature/93-11-R32.pdf
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冷媒

付録 A - コンプレッサ

適合するコンプレッサ
Copeland（コープランド）製レシプロコンプレッサ
旧式のレシプロコンプレッサは、HFO系冷媒および、POE
オイルの使用に適していないことから、機器メーカーでは旧
機種を使用されている場合、新機種への交換を推奨してい
ます。旧機種の判別は、モデル番号を参照します。番号2番
目のアルファベットの「R」である場合は旧機種です。例え
ば、モデル番号「4RA3-1000-TSK」は、POEオイルの使
用に対応していません。

合成油を使用するには、その前にまずコンプレッサを交換し
てください。

新型のDiscus（ディスカス）コンプレッサは、HFO系冷媒お
よびPOEオイルに対応しています。

適合モデル：
- 2Dシリーズ全モデル
- 2000年以降に製造された 3Dシリーズ
- 2003年5月以降に製造された4Dおよび6Dシリーズ

 

3Dシリーズ コンプレッサ のModuloadシステムについても
適合性を確認してください。レトロフィットキットが販売され
ています。

4Dおよび6Dシリーズ コンプレッサ のブロック吸入能力コン
トローラは、POEオイルおよびR-448Aに適合します。

Carlyle（カーライル）製レシプロコンプレッサ
カーライルでは1994年6月から高流量仕様のオイルポンプ
を採用しています。合成油使用時のオイル不良防止の観点
から、このポンプの使用を推奨します。コンプレッサのシリア
ル番号が0694もしくはそれよりも若い番号で始まる旧式モ
デルの場合、機器を高流量オイルポンプでレトロフィットして
ください。 
（出典：カーライル製品取扱説明書 O6deaguide.pdf, Lit. No. 
574-069 Rev B 6/04）

カーライル シリアル番号 / 日付の判読法

出典：カーライル資料 06D/E Pocket Service Guide, page 8, 
literature number 020-611  www.carlylecompressor.com

上図 英文 日本語訳
1.3 - Compressor Serial Number  
Significance

1.3 - コンプレッサ 
シリアル番号の判別法

ALL NEW COMPRESSORS 全ての新規コンプレッサ 
ALL SERVICE COMPRESSORS 全ての整備済コンプレッサ
NEW AND SERVICE REPLACEMENT  
COMPRESSORS BUILT BETWEEN 
NOV.1968 - OCT. 1978

1968年11月～1978年10月の
間に製造された新規および整
備済コンプレッサ

Numerical Sequence 連続する番号
Plant Location 製造工場
Year of Manufacture 製造年
Week of Manufacture 製造週
Compressor Type コンプレッサの種類

Carlyle（カーライル）製スクリューコンプレッサ
カーライル製 74mm スクリューコンプレッサは、R-22から
のレトロフィットの場合コンプレッサ密封からの漏えいリスク
は低いです。他方、R-404Aからのレトロフィットの場合には
リスクが中度に上がるため、カーライルでは予防的な意味か
らコンプレッサのレトロフィットを推奨しています。

Copeland® コンプレッサ シリアル番号

製造年 製造工場

アルファベット
および連続した数字月

03CA2345Y

ALL NEW COMPRESSORS
Example:  S/N 3695J00123

36   95   J   00123
  Numerical Sequence
  Plant Location: J = Syracuse, U = Atlanta
  Year of Manufacture: 93, 94, 95, etc.
  Week of Manufacture: 01 thru 52 Begin Jan.1st

ALL SERVICE COMPRESSORS
Example: S/N 3602UD0123
 

36   02   U   D   0123
ecneuqeS laciremuN 

E ,D :epyT rosserpmoC 
:noitacoL tnalP    ,xineohP = P ,atnaltA = M
U = Atlanta (after 4/2001)

 Year of Manufacture: 93, 94, 95, etc.
 keeW of Manufacture: 01 thru 52. Begin Jan. 1st

 TNEMECALPER ECIVRES DNA WEN  
COMPRESSORS BUILT BETWEEN  
NOV. 1968 - OCT. 1978

Example: A2J0001
  

A   2   0001
 laciremuN Sequence

 
 Year of Manufacture: 9= 69, 0 = 70, 1 = 71, etc.
  Month of Manufacture:  A=Jan, B=Feb, etc.; skip I; 

M=Dec
*An “X”, “A” or “P” in this location indicates service compressor.

J*

Plant Location: J = Syracuse

1.3 — Compressor Serial Number Significance

http://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/2002/Public/09/574-069.pdf
http://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/2002/Public/09/574-069.pdf
http://www.carlylecompressor.com
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冷媒

吐出温度の緩和
システムにおけるソルスティス N40（R-448A）の吐出温度
は、R-404A、R-402AおよびR-408Aに比べて高く、R-22
に対しては低くなります。吐出温度緩和装置の要否について
は、圧縮およびコンデンサ吸込ガスの温度から判断してくだ
さい。 

Carlyle（カーライル）製レシプロコンプレッサ
カーライルの 06Dおよび06Eコンプレッサは、ヘッドファン
とリキッドインジェクションを要します。以下の概要を参照し
てください。

上表 英文／IP値 日本語訳／SI換算値
Table 1 - Requirements for Cylinder head 
Cooling Fans

表1 - ヘッドファン要件

Table 2 - Requirements for Liquid Injec-
tion Valves

表2 - リキッドインジェクションバルブ要件

Applicable Refrigerants 該当する冷媒
Compressor Type コンプレッサ種類
Recommendation 推奨
Required 要
SST Range 飽和吸入温度（SST）範囲
SDT Range 飽和吐出温度（SDT）範囲
RGT Range 圧縮機吸込ガス温度（RGT）範囲
Cylinder head fan is recommended, but 
not required for all 06CC applications.

シリンダヘッド冷却ファンの使用を推奨し
ますが、06CC用途については不要です。

-15°F / -25°F / 0°F / 120°F /30°F -26℃ / -32℃ / -18℃ / 49℃ / -1℃

その他詳しくは、カーライル資料16T-01aを参照ください。 
www.carlylecompressor.com

Copeland（コープランド）製レシプロコンプレッサ 
Copeland資料 AE4-1287 R8には、温度緩和の推奨値グ
ラフが掲載されています。

Emerson/ Copeland 社のDemand Cooling（自動温
度調節装置）は、ほとんどのシステム設計で設置を推奨しま
す。自動温度調節装置を使用している場合には、ヘッドファ
ンの設置は必須ではありません。

CoreSense吐出温度制御装置は、自動温度調節装置と併
用してください。併用しない場合、コンプレッサが高温状態
でシャットダウンする可能性があります。シャットダウンは、
コンプレッサを保護するための措置ですが、システム稼働効
率の低下を招きます。

 

出典：コープランド資料 Copeland AE-1287 R8 
最新の情報は、www.emersonclimate.com を参照ください。

Copeland（コープランド）製 
スクロールコンプレッサ
既存の中温 ZBおよびZSモデル スクロールコンプレッサ
は、R-448AとPOEオイルに適合するため、リキッドインジェ
クションは不要です。

R-448A冷媒をZF* Copeland Scroll™ コンプレッサにて
低温で使用する場合は、コンプレッサ効率を良好にし、また
安全範囲で稼働を維持するため、専用のインジェクション技
術を使用してください。

リキッドインジェクションには通常、ZF06K4E ～ZF18K4E
コンプレッサへの吐出温度制御バルブ（DTC）設置、もしく
はZF06K4E ～ZF18K4Eコンプレッサへのキャピラリー
装置を設置します。インジェクションは必須ではありません
が、中温用途で設置も可能です。これらのコンプレッサは、
R-448Aに適合しています。

付録 A - コンプレッサ

http://www.carlylecompressor.com
http://www.emersonclimate.com
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冷媒

はじめに
一般的なスーパーマーケット用システムの冷媒配管のサイズ
には、コンプレッサ吐出、コンデンサ戻りと、冷媒回路個別の
液管および吸入管があります。

配管を正しいサイズにすることは、システムの円滑な稼働に
つながります。レトロフィット作業を行う前には、横引き方向
および縦引き方向の吸入配管のサイズを再検証することを
推奨します。

事前検証では、新規冷媒への適合性や既存配管の問題を特
定します。

配管サイズを正しく設計するためのポイント：

1. 吸入配管のサイズは圧力低下に十分に対応する大き
さで、かつ設計に適したもの。通常の設計では吸入配
管の圧力低下が考慮されています。（設計上の圧力低
下は、冷凍機器の稼働スケジュールを検証し決定しま
す。詳しくは、ハネウェル技術チームまでお問い合わせ
ください。）

2. 配管のサイズはオイルをコンプレッサに戻す十分な冷
媒速度を達成する細さであること、特に縦引き上昇配
管では重要です。

次のグラフは、R-448A使用の際の吸入管の高い速度（利
点）とR-448Aの圧力低下を示したもので、R-448Aは他の
冷媒と同様であることを示しています。

したがって、一般的にシステムの既存配管サイズが適切であ
る場合は、R-448Aのレトロフィットにも対応します。

圧力低下（℃）と速度（m/s）
一般的な配管設定の場合

部分負荷速度（m/s）
圧力低下（℃）

冷媒
R-448A　　　  R-404A　　　　R-502　　　　R-22　　　　R-408A　　　　R-402A

部
分
負
荷
速
度 

[m/s]

圧
力
低
下 

[°C]

5.2

5.0

4.8

4.6

4.4

4.2

4.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

吸入配管のサイズ
ASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）が推奨する横引き吸入
配管の冷媒速度は、横引き配管が 500ft/min（2.54m/
秒）以上および、縦引き配管が900ft/min （4.57 m/秒）以
上です。縦引き吸入配管はシステムの想定最小負荷条件に
て900fpm（4.57 m/秒）以上を維持してください。

一般的な冷凍冷蔵システムでは、飽和凝縮温度が15.56～
48.89℃ の間で変化します。低温時は冷媒能力を下げるた
め、流量は35％程度にします。加えてショーケースについて
は、周辺空気の湿度が低い場合には負荷が大幅に低下しま
す。

例1：  ショーケースの負荷が100,000 BTUh （29.31kW）
のR-448Aシステム、凝縮温度70ºF（21.11℃）および店
内相対湿度が30％ RHの場合

付録 B - 冷媒配管のサイズ
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冷媒

マスフロー量 @ 120ºF（48.89℃） 凝縮 
　　　　　　　= .46 lb/s（0.21 kg/s）

マスフロー量 @ 70ºF（21.11℃） 凝縮 
　　　　　　　= .35 lb/s（0.16 kg/s）(76%) 
[数値はハネウェル ゼネトロンプロパティスイート ソフトウェアによる]

ショーケース負荷 @ 30% RH = 75,000 (75%) 
[ASHRAE グラフから算出]

上グラフ 英文 日本語訳
Figure 1. Refrigerated Case Load 
Variation with Store Air Humidity

図1. 店舗内空気湿度に伴う 
冷凍冷蔵ショーケースの負荷

Percent load 負荷％
Absolute humidity 絶対湿度 （g/kg）
LOW TEMPERATURE 低温
MEDIUM TEMPERATURE 中温

累積効果 = 76% x 75% = 57%

周辺空気湿度が低く、能力が増加した場合、マスフロー量は
累積効果により50％台の値になります。

縦引き吸入配管の冷媒速度を算出する際には、冷凍冷蔵負
荷の低い値を用いることを推奨します。温度と湿度の変動
範囲が大きい地域の場合は50％を適用ください。

横引き吸入配管は、コンプレッサ方向に適切な勾配を設け
ることで、通常の設計速度でオイルを流送することができま
す。このことから、横引き配管のサイズの算出には設計負荷
100％の値を適用してください。

配管サイズの算出：
ハネウェルのシミュレーションソフトウェア「ゼネトロンプロパ
ティスイート（英語のみ）」で、配管サイズを算出することがで
きます。

手順 1：  回路の設計温度および冷凍負荷を決定する

手順 2：  既存配管のサイズを決定する

手順 3：  ゼネトロン ソフトウェアでサイクルを選定する

手順4：  配管サイズを選定する

手順5：  飽和温度低下の値および横引き／縦引き配管の
速度を算出する

注：  縦引き配管の温度上昇の算出時は、主配管の長さの値
は0を入力してください。

出典：
ASHRAE Handbook–  
HVAC Applications
(SI Edition)
Ch. 2

付録 B - 冷媒配管のサイズ

https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/
https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/
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例2：  R-448Aに最適な配管サイズの算出

• 蒸発器温度 = -28.33℃

• 負荷 = 7.25 kW

• 縦引き配管高さ = 9.14m

• 相当長さ = 39.62m

「ゼネトロンプロパティスイート」 ソフトウェアで算出した
R-448Aの配管サイズ

横引き 縦引き

冷
媒

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

全
負
荷
速
度

（m/s）

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

部
分
負
荷
速
度  

（m/s）

圧
力
低
下
合
計
（℃）

R-448A 1-3/8
(34.92

mm)

0.94 8.28 1-1/8
(28.58

mm)

0.09 6.31 1.03

圧力低下の合計の値1.03℃は、通常の推奨範囲内です。横
引きの全負荷速度は500ft/min（2.54m/秒）を超え、縦
引きの負荷速度の50％は900ft/min （4.57 m/秒）を超え
ています。

例3：  既存冷媒回路の配管サイズの検証

• 冷媒をR-408AからR-448Aにレトロフィット

• 蒸発器温度 = -28.33℃

• 負荷 = 7.25 kW

• 横引き配管サイズ = 1-1/8"（28.58mm）

• 縦引き配管サイズ = 1-1/8"（28.58mm）

• 相当長さ = 39.62m

• 縦引き配管高さ = 9.14m

「ゼネトロンプロパティスイート」 ソフトウェアで算出した
R-408AおよびR-448Aの配管サイズ

横引き 縦引き

冷
媒

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

全
負
荷
速
度

（m/s）

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

部
分
負
荷
速
度  

（m/s）

圧
力
低
下
合
計
（℃）

R-408A 1-1/8
(28.58

mm)

2.68 12.20 1-1/8
(28.58

mm)

0.09 6.10 2.77

R-448A 1-1/8
(28.58

mm)

2.72 12.62 1-1/8
(28.58

mm)

0.08 6.31 2.80

この例では、速度の値は推奨範囲内であるため、オイル戻り
の点では適切ですが、圧力低下の値が過剰であるため、設
計を見直す必要があります。

例4：  例2と同様の回路で配管サイズを大きくした場合

• 冷媒をR-408AからR-448Aにレトロフィット

• 蒸発器温度 = -28.33℃

• 負荷 = 7.25 kW

• 横引き配管サイズ = 2-1/8"（53.98mm）

• 縦引き配管サイズ = 1-5/8"（41.28mm）

• 相当長さ = 39.62m

• 縦引き配管高さ = 9.14m

「ゼネトロンプロパティスイート」 ソフトウェアで算出した
R-408AおよびR-448Aの配管サイズ

横引き 縦引き

冷
媒

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

全
負
荷
速
度

（m/s）

サ
イ
ズ

全
負
荷
温
度
上
昇
（℃）

部
分
負
荷
速
度  

（m/s）

圧
力
低
下
合
計
（℃）

R-408A 2-1/8
(53.98

mm)

0.11 3.26 1-5/8
(41.28

mm)

0.09 2.82 0.20

R-448A 2-1/8
(53.98

mm)

0.11 3.27 1-5/8
(41.28

mm)

0.08 2.92 0.19

付録 B - 冷媒配管のサイズ
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この例では、圧力低下は推奨範囲内ですが、速度が
ASHRAEの推奨範囲を下回っているため、設計を見直す必
要があります。 

液管のサイズ
ASHRAEが推奨するは、受液器（レシーバー）から蒸発器
までの液管の速度は300 fpm（1.52m/秒）未満です。

また、液管の圧力低下は飽和温度0.56～1.11℃を推奨し
ます。これにより、膨張弁の手前で液管内に気体が流入しに
くくなります。場合により、液を過冷却し、液管内に流入した
気体を除去します。

受液器から蒸発器にかけて高さが上昇する場合については
特に注意が必要です。例として、床に設置した冷凍冷蔵ユ
ニットから高さ4.6mのウォークイン冷蔵庫内に設置した受
液器1台にわたる液管の場合、この高低差のみで圧力低下
が1.11℃発生します。

ハネウェルのシミュレーションソフトウェア「ゼネトロンプロパ
ティスイート（英語のみ）」を用い、冷凍負荷、吸入圧力、過冷
却度、配管長さや高低差を入力して適切な液管のサイズを
算出することができます。

ご不明の点、ご質問は、ハネウェル技術サポートまでお問い
合わせください。

付録 B - 冷媒配管のサイズ

https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/
https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/
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はじめに
過熱度、過冷却度と圧力を適切に設定することは、システム
性能を良好に維持する上で非常に重要です。レトロフィット
作業中に、制御弁の点検や調整を行います。

過熱度
手順：

1.  温度計で蒸発器コイル出口の実際の温度を計測

2.  ゲージで蒸発器コイル出口の圧力を計測

3.  計測した圧力の値を用い、PTチャートの「露点」列から 
 露点温度を特定

4.  過熱度を算出

過熱度 = [実際の蒸発器コイル出口の温度] - [PTチャートの
露点の列に記載された値]

例：  ソルスティスN40（R-448A）を用いるシステムの過熱
度の設定、蒸発圧力は 300kPa、蒸発器出口の冷媒管の温
度は0℃

1.  コイル出口の実測温度 = -15.0℃

2.  圧力 = 300kPa

3.  PTチャートの圧力の列を参照し、300 kPaに対する
露点の値 -15.0℃を求めます。

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

200 -28.0 -31.0 -25.0
250 -22.6 -25.6 -19.6
300 -17.9 -20.9 -15.0
350 -13.8 -16.8 -10.9
400 -10.2 -13.1 -7.3

4.  過熱度を算出します。 
 過熱度 = 0℃ - （-15.0℃ )） 
 過熱度 = 15℃

コンデンサ出口の過冷却度
手順：

1.  ゲージでコンデンサ出口の圧力を計測

2.  計測した圧力の値を用い、PTチャートの「沸点」列 
 から沸点温度を特定

3.  温度計でコンデンサ出口（圧力を計測した同じ 
 場所）の実際の温度を計測

4.  過冷却度を算出

過冷却度 = [PTチャートの沸点の列に記載された値] - [コン
デンサコイル出口の実測温度]

例：  ソルスティスN40（R-448A）を用いるシステムの過冷
却度の設定、コンデンサ出口の圧力は1350 kPa、コンデン
サ出口の冷媒管の温度は 25℃

1.  コンデンサ出口の圧力は1350 kPa

2.  コンデンサ出口の冷媒管の実測温度は 25℃

付録 C - コントロール設定 

R-448Aに適したコントロール設定
• 過熱度

• 液の過冷却度

• 蒸発圧力調整器（EPR）

• コンデンサ
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3.  PTチャートの圧力の列を参照し1350 kPaに対する
沸点の値 26.8℃を求めます。

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

1250 26.5 23.9 29.0
1300 27.9 25.4 30.5
1350 29.3 26.8 31.9
1400 30.7 28.2 33.2
1450 32.0 29.6 34.5

4. 過冷却度を算出します。 
 過冷却度= 26.8℃ - 25℃ 
 過冷却度= 1.8℃

記： この算出方法は、過冷却器を通過した冷媒液の過冷却
度を求める際にも用いることができます。

蒸発圧力調整器（EPR）
手順：

1.  蒸発圧力調整弁の吸入圧力を決定。冷凍冷蔵機器
（ショーケースなど）の設計データを基にします。冷蔵
スケジュールや製品仕様書なども参照してください。

2.  ゲージで冷凍冷蔵機器側の蒸発圧力調整弁の圧力を 
 計測

3.  計測した圧力の値を用い、PTチャートの「中点」列から 
 中点温度を特定し、蒸発圧力調整弁の現在の設定を 
 決定

4.  蒸発圧力調整弁を冷凍冷蔵機器の要件に合わせて 
 調整。場合により、システムの圧力低下や他の要素に 
 あわせ、設計上の設定値と異なる値への調整が必要 
 です。

例：  ソルスティスN40（R-448A）を用いる回路での蒸発圧
力調整弁の設定。蒸発圧力調整弁の圧力は350kPa、冷凍
冷蔵機器側の吸入温度要件は-17.9℃

1.  冷凍冷蔵機器の吸入温度要件は-9.5℃

2.  冷凍冷蔵機器側の蒸発圧力調整弁の圧力は350kPa 

3.  PTチャートの圧力の列を参照し350 kPaに対する 
 沸点の値 -13.8℃を求めます。

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

200 -28.0 -31.0 -25.0
250 -22.6 -25.6 -19.6
300 -17.9 -20.9 -15.0
350 -13.8 -16.8 -10.9
400 -10.2 -13.1 -7.3

4.  冷凍冷蔵機器の温度要件に合致する圧力300kPa 
 に蒸発圧力調整弁を調整

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

200 -28.0 -31.0 -25.0
250 -22.6 -25.6 -19.6
300 -17.9 -20.9 -15.0
350 -13.8 -16.8 -10.9
400 -10.2 -13.1 -7.3

コンデンサ圧力の制御
コンデンサファンや圧力を制御する3つの方法：

A： 凝縮圧力

B： 排管温度

C： 温度差（TD）

付録C - コントロール設定
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A: 圧力制御
センサーで計測した凝縮圧力と設定値が異なる場合、ファン
を作動し設定値を維持します。

R-448Aなどの温度グライドを有する冷媒の場合は、中点の
温度を用いてこれを算出します。

例：  一般的なコンデンサの圧力設定値29.3℃の飽和凝縮
圧力に従い、R-448Aの圧力設定値を算出

1.  PTチャートで中点温度29.3℃に対する圧力を参照

2.  中点温度29.3℃に対する圧力は1350kPa

3.  機械式もしくは電子式ファン制御装置の設定値は 
 1350kPa

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

1250 26.5 23.9 29.0
1300 27.9 25.4 30.5
1350 29.3 26.8 31.9
1400 30.7 28.2 33.2
1450 32.0 29.6 34.5

B： 排管温度制御
コンデンサ出口の配管の温度をセンサーで計測し、設定値と
異なる場合、ファンを作動し設定値を維持します。

温度グライドを有する冷媒の場合、コンデンサ出口における
温度がコイル全体の平均値に比べ低くなるため、コイルの
平均温度に従い設定を変更します。

例：  温度グライドがない冷媒で一般的なコンデンサ排管の
設定温度29.3℃に従い、R-448Aの温度設定値を算出

PTチャートを参照し、

1.  設定温度に対応する中点温度を参照

2.  同じ行に記載された沸点温度を参照

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

1250 26.5 23.9 29.0
1300 27.9 25.4 30.5
1350 29.3 26.8 31.9
1400 30.7 28.2 33.2
1450 32.0 29.6 34.5

圧力平均値に対する新しい設定値は、沸点温度の値になり
ます。

新しい設定値 = 26.8℃

付録C - コントロール設定



16

冷媒

C： 温度差（TD）制御
コンデンサ圧力の設定には、コンデンサの設計値と屋外の
周辺気温を使用します。この設定は外気温の変動に合わせ
変化します。

コンデンサ設定値 =  
  [現在の外気温] + [コンデンサ設計値TD]

例：  外気温との温度差の仕様が5.5℃のコンデンサ、外気温
が23.8℃の場合

1.  コンデンサ設定値 = 外気温 + TD

a.  = 23.8℃ + 5.5℃

b.  = 29.3℃

2.  PTチャートを参照し、中点温度29.3℃に対する 
 圧力設定値は1350kPa

3.  電子ファンの制御設定値は1350kPa

個別の設定法については、各メーカーまたは販売店にお問
い合わせください。業者によっては、大きな過冷却度を得る
ためTDを低く設定する場合があります。

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

1250 26.5 23.9 29.0
1300 27.9 25.4 30.5
1350 29.3 26.8 31.9
1400 30.7 28.2 33.2
1450 32.0 29.6 34.5

機械式ファンの場合は、ファン周期を圧力から温度（ガスの
初期値）に変換してください。この温度を得るには、R-448A 
PTチャートの中点の列を参照し、中点温度に対応する圧力
を求めます。

注：圧力およびTD制御による方法について
電子式コントローラーの中には、設定に（中点の代わりに）
露点の値を用いる場合があります。この場合設定値の効果
は高くなります。

このような場合には、まず設定値を前述の例に従い設定し、
システムをモニタリングし想定通りに制御できているか検証
してください。

想定通りに正しく制御されていない場合には、沸点と中点の
差を考慮し、設定値を調整、もしくはセンサーにオフセット値
を設定してください。

その他ご不明の点やご質問は、ハネウェル技術チームもしく
はコントローラー機器メーカーにお問い合わせください。

付録C - コントロール設定
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はじめに
HCFC冷媒からHFO系冷媒へのレトロフィットにおいて
は、冷媒に含まれる塩素や、指定された合成油で使用されて
いる溶媒の成分がシステム漏えいを引き起こす原因になりま
す。

漏えいは、エラストマー製のOリングおよび密封部品の不良
によって発生します。

HCFC冷媒からHFO系冷媒にレトロフィットを実施する際
には、材料の適合性と、既存の密封部品やガスケットの状態
を確認してください。既存の密封部品やガスケットは、熱、圧
力による変形や密封部品の収縮の影響を大きく受けます。ま
た、システム内が真空状態になると密封部品の位置ズレか
ら漏えいの原因となることがあります。

一般的に、全交換を推奨する部品またはOリングおよび密封
部品は以下の通りです。

• シュレーダーバルブとキャップ

• 受液器レベルインジケーターおよびアラーム

• 熱回収およびコンデンサスプリットバルブ

• 蒸発圧力調整弁（EPR）

• 電磁弁（ソレノイド）弁

• パイロットホース

• ボールバルブ

一部のボールバルブのメーカーでは、Oリングの交換が不要
なレトロフィット用のキャップを取り扱っています。

レトロフィットは、製品寿命が終了したバルブ類を交換する
良い機会でもあります。交換用密封部品の取扱が無いバル
ブについては、バルブを交換してください。

バルブの例： 
ガスケットおよびOリングの位置

蒸発圧力調整弁（EPR）

出典： パーカー・ハネフィン社（SPORLAN）製品資料

上図 英文 （右部分、下から） 日本語訳
① Body Assembly ① ボディアセンブリ
② Spring ② ばね
⑤ O-Ring ⑤ Oリング
② Body Sleeve ② ボディスリーブ
O-Ring Groove Oリング溝
② Piston ②ピストン
⑦ Gasket ⑦ ガスケット
⑥ Adaptor ⑥ アダプタ
Obsolete Adaptor 旧版アダプタ
④ Copper Gasket ④ 銅ガスケット
⑥ Body Flange ⑥ ボディフランジ
Bottom Cap 底部キャップ
③ Cap Screw ③ キャップねじ
outlet adaptors 排管用アダプタ

付録D - 冷媒漏えい防止のために
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熱回収弁

 

出典： パーカー・ハネフィン社（SPORLAN）製品資料

上図 英文 （下から） 日本語訳

⑤ Body Flange Bolt ⑤ ボディフランジボルト
① Lower Body ① 下部ボディ
② Stem & Seat Assembly ② 心棒&座金アセンブリ
② Upper Port ② 上部ポート
⑦ Lower Body O-ring ⑦ 下部ボディ用Oリング
③ Piston Assembly ③ ピストンアセンブリ
① Piston Locknut ① ピストン用ロックナット
① Spring ① ばね
① Upper Body ① 上部ボディ
⑨ Enclosing Tube Gasket ⑨ 管内部用ガスケット
③ Pilot Valve Assembly ③ パイロット弁アセンブリ
⑤ Coil ⑤ コイル
⑤Valve Nameplate ⑤ バルブ銘板
⑦ Coil Housing Screw ⑦ コイルハウジング用ねじ

電磁（ソレノイド）弁

出典： パーカー・ハネフィン社（SPORLAN）製品資料

上図 英文 （左部分下から） 日本語訳

① Body ①ボディ
② O-Ring (Small) ② Oリング（小）
② O-Ring (Large) ② Oリング（大）
② Piston Assembly ② ピストンアセンブリ
② Closing Spring ② 閉鎖ばね
② Upper Body ② 上部ボディ
② Piston Disc ② ピストンディスク
⑥ Wolverine Gasket ⑥ Wolverine社製ガスケット
② ④ Hex Cap Screw (4 Required) ② ④ 六角平頭ねじ (4箇所)
Normally Open 通常開放
Normally Closed 通常閉鎖

付録D - 冷媒漏えい防止のために



19

冷媒

付録E - 圧力／温度（PT）チャート 

ソルスティスN40（R-448A）
圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

100 -43.30 -46.4 -40.2
150 -34.64 -37.7 -31.6
200 -28.02 -31.0 -25.0
250 -22.58 -25.6 -19.6
300 -17.93 -20.9 -15.0
350 -13.83 -16.8 -10.9
400 -10.17 -13.1 -7.3
450 -6.84 -9.7 -4.0
500 -3.78 -6.6 -0.9
550 -0.94 -3.8 1.9
600 1.71 -1.1 4.5
650 4.20 1.4 7.0
700 6.54 3.8 9.3
750 8.76 6.0 11.5
800 10.88 8.1 13.6
850 12.89 10.2 15.6
900 14.82 12.1 17.5
950 16.67 14.0 19.4

1000 18.45 15.8 21.1
1050 20.16 17.5 22.8
1100 21.82 19.2 24.4
1150 23.41 20.8 26.0
1200 24.96 22.4 27.6
1250 26.46 23.9 29.0
1300 27.91 25.4 30.5
1350 29.33 26.8 31.9
1400 30.70 28.2 33.2
1450 32.04 29.6 34.5
1500 33.35 30.9 35.8
1550 34.62 32.2 37.1
1600 35.86 33.4 38.3
1650 37.07 34.7 39.5
1700 38.26 35.9 40.7
1750 39.42 37.0 41.8
1800 40.55 38.2 42.9
1850 41.66 39.3 44.0
1900 42.75 40.4 45.1
1950 43.82 41.5 46.1
2000 44.87 42.6 47.1
2050 45.89 43.6 48.1

圧力
(kPa)

温度（℃）
中点 沸点 露点

2100 46.90 44.7 49.1
2200 48.87 46.7 51.1
2300 50.77 48.6 52.9
2400 52.61 50.5 54.7
2500 54.38 52.3 56.4
2600 56.11 54.1 58.1
2700 57.78 55.8 59.7
2800 59.41 57.5 61.3
2900 60.99 59.1 62.9
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